
納税通知書・納付書
が変わります

みんなで支える
国民健康保険

赤穂市防災情報ネット運用開始
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赤穂観光マスコットキャラクター「陣たくん」




 
Ako CityAko City
PublicPublic
Relat ionRelat ionss

広広 報報
スポーツ
都市宣言の
まち赤穂



5
02 －納税通知書・納付書が変わります ほか

04 － みんなで支える国民健康保険

06 － 赤穂市防災情報ネット運用開始 ほか

08 － 赤穂こどもプラン実施状況を
 報告します ほか

10 － 赤穂市議会 議長に田端氏
 副議長に瓢氏 ほか

12 － フォトニュース

14 － 赤穂市ふるさとづくり寄付金
 寄付状況等をお知らせします ほか

16 － 東備西播定住自立圏 民間イベント
等支援事業が決定しました ほか

18 － 情報コーナー

22 － 社協だより

24 －くらしのカレンダー

広報

May.2012
№725

CONTENTS

人口の動き（３月）� 住民基本台帳登録者人口

世帯数 19,862戸 （－ 5）

人口 50,519人 （－ 191）

男 24,405人 （－ 82）

女 26,114人 （－ 109）

� （　）内は前月比
◎３月中の異動
出生 21人（－ 9） 転出 346人（＋255）
死亡 52人（＋ 1） その他増 0人（－ 1）
転入 186人（＋112） その他減 0人（± 0）

� （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 ３月 平成24年累計

発生件数 114（＋ 9） 334（－ 17）
　人身 18（＋ 3） 45（－ 13）
　物損 96（＋ 6） 289（－ 4）
死者 0（－ 1） 0（－ 2）
重傷 2（＋ 2） 4（－ 2）
軽傷 17（± 0） 48（－ 10）

� （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 ３月 平成24年累計
火災 0 （－ 3） 0 （－ 5）
救急 135 （－ 11） 444 （－ 12）

（　）内は前年比

火災発生時での問い合わせは� ☎43・6899�まで

平成 24年度より

市税及び保険料の
納税通知書・納付書が変わります

　平成24年度より市税等の納税通知書・納付書を変更します。 
　これまでは、納税通知書と領収書を一冊綴りで送付しておりましたが（左
下参照）、今後は、納付書部分が単票形式（右下参照）になり、納税通知書
と各納期の納付書をお送りします。
　納税の際には、「期別」・「納期限」をご確認のうえ、お間違えのないよう
お願いします。また、収納金融機関などから受け取った領収書につきまし
ては、納付書の右側のみをお渡しすることになりますので、紛失されない
ようご注意ください。

　口座振替を利用している人には、納付書は発行しておりません。
　振替金融機関をご確認のうえ、納期限までに残高の確認をお願いします。

納付書が変わります

平成23年度まで
（例：固定資産税）

①納税通知書と
　納付書や領収書が一冊綴り

②税のあらまし（説明書）
③課税明細書（固定資産税の場合）

平成24年度以降
①納税通知書

②納付書（各納期ごとに１枚ずつ）

③税のあらまし（説明書）
④課税明細書（固定資産税の場合）

平成23年度まで
①納税通知書兼領収書

②税のあらまし（説明書）

〈同一所有者が複数台（4台まで）
所有する場合、納税通知書兼領
収書は1枚に集約していました〉

平成24年度以降
①納税通知書兼納付書

②税のあらまし（説明書）

◎軽自動車税については、軽自動車１台につき、納税通知書兼領収書が１枚になります。

見本

１台ごとに
１枚になります

領収書を綴じ込んでいました。

見本

見本

見本

見本

見本

納期限

期　別
領収書

納める時に
必ずご確認
ください

平成 24 年度
税 制 改 正

　平成24年3月31日、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金
法の一部を改正する法律が公布され、土地に係る固定資産税・都
市計画税において、住宅用地の据え置き特例が廃止されました（平
成24、25年度は経過措置があります）。

固定資産税・都市計画税（土地）の
負担調整措置の変更について

～
納
税
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
～

兵
庫
県
の「
個
人
住
民
税
等
整
理
回
収

チ
ー
ム
」と
と
も
に
税
の
徴
収
に
取
り
組
み
ま
す

　

市
税
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
内

に
、
納
税
者
の
皆
様
が
自
ら
納
め

て
い
た
だ
く「
自
主
納
税
」が
基
本

で
あ
り
、
本
市
に
お
い
て
も
推
進

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

皆
様
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金

は
、
福
祉
・
医
療
・
教
育
・
防
災

な
ど
、
生
活
を
守
り
、
よ
り
よ
い

ま
ち
づ
く
り
を
行
う
た
め
の
財
源

の
根
幹
と
な
る
も
の
で
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
税
を
納
付

し
な
い
状
態
を
滞
納
と
い
い
ま
す

が
、
本
来
の
税
額
の
ほ
か
に
、
督

促
手
数
料
や
延
滞
金
を
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
滞
納

状
態
を
続
け
た
場
合
、滞
納
処
分
、

つ
ま
り
、
強
制
的
に
税
金
を
徴
収

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

「
自
主
納
税
」と「
納
期
限
内
の
納

付
」を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◎
滞
納
整
理
に
向
け
た
取
り
組
み

　

本
市
で
は
、
納
税
の
公
平
性
と

財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
、
滞
納

者
に
対
し
、
差
押
え
な
ど
の
滞
納

処
分
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
、
滞
納
整
理
に

向
け
た
新
た
な
取
り
組
み
と
し

て
、
県
職
員
で
組
織
さ
れ
た「
個

人
住
民
税
等
整
理
回
収
チ
ー
ム
」

の
派
遣
を
受
け
、
税
務
課
職
員
と

と
も
に
、
市
税
等
滞
納
の
徴
収
強

化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
い
た
し

ま
し
た
。

　

業
務
内
容
と
し
て
は
、
高
額
滞

納
者
へ
の
対
応（
納
税
相
談
や
財

産
の
差
押
え
）、
処
理
困
難
事
案

へ
の
対
応（
捜
索
、
不
動
産
公
売
、

会
社
訪
問
や
倒
産
事
案
整
理
な

ど
）を
行
い
ま
す
。

◎
滞
納
せ
ず
に
納
付
相
談
を

　

収
入
や
財
産
が
あ
る
の
に
市
税

等
を
納
め
な
い
滞
納
者
に
は
、
毅

然
と
し
た
態
度
で
滞
納
処
分
を
行

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
病
気
や
失
業
、
事
業

の
廃
止
や
経
営
不
振
な
ど
、
や
む

を
得
な
い
理
由
か
ら
一
時
的
に
納

期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
状
態
に
な
っ
た
場
合
は
、
状
況

に
応
じ
た
納
付
方
法
の
相
談（
分

割
納
付
な
ど
）を
行
い
ま
す
の
で
、

納
期
限
ま
で
に
税
務
課
徴
収
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課 

徴
収
係

 

☎
43
・
６
８
０
５

課税標準額の上限を
評価額×1/6 に引き
下げ

固定資産税・小規模
分の場合。
一般分は、1/3

〔A〕が評価額×特例率
×80％を上回るときは
評価額×特例率×80％

前年度課税標準額＋
評価額×特例率×
５％＝今年度の課税
標準額〔A〕

〔A〕が評価額×特例率
×90％を上回るときは
評価額×特例率×90％

前年度課税標準額＋
評価額×特例率×
５％＝今年度の課税
標準額〔A〕

前年度課税標準額＋
評価額×特例率×
５％＝今年度の課税
標準額〔A〕

〔A〕が評価額×特例率
×20％を下回るときは
評価額×特例率×20％

〔A〕が評価額×特例率
×20％を下回るときは
評価額×特例率×20％

平成 23 年度と同様 平成 23 年度と同様

前年度課税標準額据置
前年度課税標準額据置

↑
〔A〕が評価額×特例率
×20％を下回るときは
評価額×特例率×20％

↑↑

↑

↑

100％

90％ 90％

100％

80％ 80％

20％ 20％

負担水準＝前年度課税標準額／（評価額×住宅用地特例率）

住宅用地の負担調整措置改正イメージ

〈平成 23年度まで〉
固定資産評価額

〈改正後平成 24・25 年度〉
固定資産評価額

〈改正後平成 26年度以降〉
固定資産評価額

　この結果、固定資産税が、上がる場合が
あります。

例）宅地100㎡（全て小規模住宅用地）
　　評価額6,000,000円（23、24年度同額）
　　課税標準額800,000円（23年度）
　　（負担水準が80%）の場合
　　平成23年度　11,200円
　　　　　　⇩
　　平成24年度　11,900円※

例）宅地100㎡（全て小規模住宅用地）
　　評価額6,000,000円（23、24年度同額）
　　課税標準額800,000円（23年度）
　　（負担水準が80%）の場合
　　平成23年度　11,200円
　　　　　　⇩
　　平成24年度　11,900円※

※（１） 24年度の本来の課税標準額（評価額×特例
率）を算出します。

　　　6,000,000円×1/6＝1,000,000円
　（２） 23年度課税標準額を、本来の課税標準額と

比較して負担水準を算出します。
　　　800,000円／ 1,000,000円＝80％
　（３） （２）の割合（負担水準）が90％に達していな

いので、23年度の課税標準額に評価額×特
例率×５％を加えます。

　　　800,000円＋（6,000,000円×1/6×５％）
 ＝850,000円
　（４）24年度の固定資産税
　　　850,000円×1.4％
 ＝11,900円（23年度比　700円増）

都市計画税も同様に上がる場合があります。

問い合わせ先　税務課 固定資産税係　☎４３・６８０４

※（１） 24年度の本来の課税標準額（評価額×特例
率）を算出します。

　　　6,000,000円×1/6＝1,000,000円
　（２） 23年度課税標準額を、本来の課税標準額と

比較して負担水準を算出します。
　　　800,000円／ 1,000,000円＝80％
　（３） （２）の割合（負担水準）が90％に達していな

いので、23年度の課税標準額に評価額×特
例率×５％を加えます。

　　　800,000円＋（6,000,000円×1/6×５％）
 ＝850,000円
　（４）24年度の固定資産税
　　　850,000円×1.4％
 ＝11,900円（23年度比　700円増）

都市計画税も同様に上がる場合があります。

問い合わせ先　税務課 固定資産税係　☎４３・６８０４
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国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
、加
入
者
が
国
民
健
康
保
険
税
を
出
し
合
い
、お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、加
入
者
に
収
め
て
い
た
だ
く
国
民
健
康
保
険
税
と
、国
・
県
・
市

の
公
費
で
運
営
し
て
お
り
、保
険
税
収
入
は
重
要
な
財
源
で
す
。
し
か
し
、団
塊
世
代
の
退

職
者
の
増
加
や
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
、医
療
技
術
の
高
度
化
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
な
ど

に
伴
い
、保
険
給
付
費
が
膨
ら
み
、厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度
の
医
療
費
は
、約
46
億

円（
前
年
度
に
比
べ
２
億
円
の
増
）

　

国
保
加
入
者
が
病
気
や
ケ
ガ
で

医
療
機
関
に
か
か
っ
た
費
用
は
、高

齢
受
給
者
の
医
療
費
の
伸
び
、生
活

習
慣
病
の
増
加
な
ど
に
よ
り
年
々

増
加
し
て
い
ま
し
た
が
、平
成
21
年

度
は
医
療
制
度
改
革
に
伴
う
影
響

や
被
保
険
者
数
の
減
少
等
に
よ
り

一
定
の
改
善
を
み
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、依
然
と
し
て
厳
し
い
状

況
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

な
く
、さ
ら
に
平
成
22
年
度
の
診
療

報
酬
改
定
に
よ
る
影
響
や
団
塊
世

代
の
退
職
に
伴
う
加
入
者
数
の
増

加
に
よ
り
、医
療
費
は
増
加
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

一
人
当
た
り
の
医
療
費

　

平
成
22
年
度
の
被
保
険
者
の
一

人
当
た
り
の
医
療
費（
療
養
費
含

む
）は
37
万
１
７
５
円
で
前
年
度

に
比
べ
１
万
３
，３
２
４
円
増
加

し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
う
保
険
税
は
、介
護

保
険
分
と
合
わ
せ
て
、一
人
当
た

り
８
万
４
，５
３
１
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。（
図
１
）

　

ま
た
、兵
庫
県
の
他
都
市
と
比

較
す
る
と
、一
人
当
た
り
の
使
っ

た
医
療
費
は
、平
成
22
年
度
も
引

き
続
き
県
内
29
市
中
、第
１
位
と

非
常
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
図

２
）

（
医
療
分
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

の
保
険
税
）

　

保
険
税
は
そ
の
年
に
予
測
さ
れ

る
医
療
費
か
ら
、わ
た
し
た
ち
が

病
院
な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担
金

や
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金
を
差
し

引
い
た
分
が
、保
険
税
の
総
額
と

な
り
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
、国
な
ど
の
補

助
金
の
ほ
か
、市
単
独
支
援
額
を

含
む
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を

は
じ
め
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩

し
措
置
に
よ
り
保
険
税
は
据
え
置

く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

医
療
費
が
増
え
る
と
保
険
税
も

高
く
な
り
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い

た
め
に
も
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り

を
心
が
け
、医
療
費
を
節
約
し
ま

し
ょ
う
。

（
介
護
納
付
金
分
の
保
険
税
）

　

介
護
納
付
金
分
の
保
険
税
も
、

市
単
独
支
援
額
を
含
む
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
金
に
よ
り
平
成
24
年

本
市
の
国
保
の
状
況
は

本
市
の
国
保
の
状
況
は

平
成
24
年
度
の
保
険
税
は

平
成
24
年
度
の
保
険
税
は

度
の
保
険
税
は
据
え
置
く
こ
と
と

し
ま
し
た
。

　

図
３
の
グ
ラ
フ
は
、本
市
の
国
保

加
入
者
が
平
成
23
年
５
月
の
１
ヵ

月
間
に
医
療
機
関
を
受
診
し
た
件

数
と
そ
の
疾
病
別
の
分
類
で
す
。

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
、生
活
習
慣
病
で

あ
る
消
化
器
系
、循
環
器
系
な
ど
の

疾
患
、が
ん
な
ど
の
疾
病
が
、全
体

の
５
割
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
は
、自
覚
症
状
の
な

い
う
ち
に
進
行
し
ま
す
。
そ
ん
な

と
き
、健
康
診
断
が
威
力
を
発
揮
し

ま
す
。
自
覚
症
状
の
な
い
初
期
の

段
階
で
も
、健
診
で
早
期
発
見
で
き

れ
ば
、病
気
の
芽
を
い
ち
早
く
摘
み

と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、病

気
を
予
防
す
る
こ
と
は
医
療
費
削

減
に
つ
な
が
り
、保
険
税
の
値
上
げ

を
抑
え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

①
人
口
構
造
の
高
齢
化

　

高
齢
化
社
会
と
な
り
、病
気
に
な

り
が
ち
な
お
年
寄
り
の
人
口
が
増

え
て
い
ま
す
。

②
医
学
、医
療
技
術
の
進
歩

　

医
療
の
進
歩
、高
度
化
に
よ
り
診

療
に
か
か
る
費
用
が
増
え
て
い
ま

す
。

③
慢
性
疾
患
患
者
の
増
加

　

生
活
習
慣
病
な
ど
の
長
期
治
療

を
必
要
と
す
る
慢
性
疾
患
患
者
が

増
え
て
い
ま
す
。

④
お
医
者
さ
ん
へ
の
か
か
り
方

　

何
度
も
病
院
を
変
え
る
な
ど
、お

医
者
さ
ん
の
か
か
り
方
も
原
因
の

一
つ
で
す
。

　

医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
の

一
人
ひ
と
り
の
心
構
え
が
、医
療
費

の
削
減
や
病
院
に
勤
務
し
て
い
る

医
師
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
り
ま

す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、病
院
等
の
適

正
受
診
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、

次
の
点
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

①
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　

日
常
的
な
病
気
の
治
療
や
、医
療

相
談
な
ど
に
応
じ
て
も
ら
え
る
か

か
り
つ
け
医
を
持
つ
こ
と
は
大
切

で
す
。
気
に
な
る
症
状
が
あ
れ
ば
、

ま
ず
は
か
か
り
つ
け
医
を
訪
ね
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

②
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

同
じ
疾
患
で
、複
数
の
医
療
機
関

に
か
か
る「
重
複
受
診
」は
や
め
ま

し
ょ
う
。
医
療
費
が
増
加
す
る
ば

か
り
で
は
な
く
、検
査
や
薬
の
重
複

な
ど
で
、体
に
悪
影
響
を
与
え
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

③
時
間
外
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

休
日
や
夜
間
に
開
い
て
い
る
救

急
医
療
機
関
は
、緊
急
性
の
高
い
患

者
さ
ん
の
た
め
の
も
の
で
、医
療
費

も
高
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
緊

急
時
以
外
は
、平
日
の
時
間
内
に
受

診
す
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

④�

薬
の
適
切
な
用
量
・
用
法
を
守
り

ま
し
ょ
う

　

薬
の
飲
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、副

作
用
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
お
薬
手
帳
」を
利
用
し
た
り
、服
用

中
の
薬
を
医
師
や
薬
剤
師
に
伝
え

る
な
ど
し
て
、不
要
な
薬
を
も
ら
わ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

⑤�

迷
っ
た
ら
電
話
で
で
き
る
小
児

救
急
電
話
相
談

　

夜
間
や
休
日
に
、お
子
さ
ん
が
急

な
病
気
で
心
配
に
な
っ
た
ら
、小
児

救
急
電
話
相
談
を
利
用
す
る
こ
と

を
考
え
ま
し
ょ
う
。
小
児
科
医
や

看
護
師
か
ら
、お
子
さ
ん
の
症
状
に

応
じ
た
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

※
小
児
救
急
電
話
相
談

【
電
話
番
号
】　

＃
８
０
０
０

〈
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
、Ｉ
Ｐ
電
話
の
方

は
０
７
８
・
７
３
１
・
８
８
９
９
〉

【
相
談
時
間
】

　

平
日
・
土
曜
日 

18
時
～
24
時

　

 

日
曜
・
祝
日
及
び
年
末
年
始

 

　

９
時
～
24
時

⑥�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

し
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医

薬
品
）は
、新
薬（
先
発
医
薬
品
）と

同
等
の
効
果
で
価
格
が
安
い
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
医
師

や
薬
剤
師
と
相
談
し
な
が
ら
、積
極

的
に
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
保
で
は
、病
院
や
薬
局
か
ら
お

薬
を
も
ら
っ
て
い
る
人
で
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た

場
合
の
自
己
負
担
額
の
削
減
額
が

大
き
い
と
さ
れ
る
人（
年
間
延
１
，

２
０
０
人
）を
対
象
に
、「
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
促
進
通
知
書
」を
送
付

し
て
い
ま
す
。（
必
ず
し
も
全
員
に

通
知
書
が
届
く
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。）

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
に
よ
っ
て
、被
保
険
者
の
自

己
負
担
額
を
減
ら
し
、国
保
財
政
の

健
全
化
を
図
る
こ
と
が
期
待
で
き

ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ

の
切
り
替
え
に
つ
い
て
は
、必
ず
お

医
者
さ
ん
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

　

国
保
で
は
、２
ヵ
月
ご
と
に
医
療

費
の
総
額
等
を
お
知
ら
せ
し
て
い

ま
す
。
自
分
の
健
康
に
関
心
を
持

っ
て
い
た
だ
き
、医
療
費
の
適
正
化

と
国
保
の
健
全
運
営
の
た
め
に
行

っ
て
い
ま
す
の
で
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

国
保
加
入
者
の
疾
病
の
状
況

国
保
加
入
者
の
疾
病
の
状
況

医
療
費
が
増
え
る
主
な
理
由

医
療
費
が
増
え
る
主
な
理
由

医
療
機
関
の
適
正
受
診
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

医
療
機
関
の
適
正
受
診
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
促
進

通
知
サ
ー
ビ
ス
に
ご
理
解
を

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
促
進

通
知
サ
ー
ビ
ス
に
ご
理
解
を

医
療
費
通
知
に
ご
理
解
を

医
療
費
通
知
に
ご
理
解
を

国
民
健
康
保
険

問
い
合
わ
せ
先　

医
療
介
護
課�

国
保
医
療
係　

☎
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・
６
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１
３

一
人
ひ
と
り
の
健
康
管
理
で
医
療
費
を
大
切
に

40

30

20

10

0

（万円）

20 21 22（年度）

１
人
当
り
医
療
費

１
人
当
り
保
険
税

国保１人当たり医療費と保険税の推移（図１）

370,175円370,175円356,030円356,030円 356,851円356,851円

84,531円84,531円89,832円89,832円88,434円88,434円

み
ん
な
で
支
え
る

26

29

32

35

38
（万円） 国保１人当たり医療費比較（平成 22年度）（図２）

豊
岡
市

宍
粟
市

南
あ
わ
じ
市

淡
路
市

伊
丹
市

宝
塚
市

洲
本
市

姫
路
市

川
西
市

西
宮
市

た
つ
の
市

加
古
川
市

神
戸
市

三
田
市

芦
屋
市

尼
崎
市

加
西
市

高
砂
市

加
東
市

西
脇
市

明
石
市

丹
波
市

小
野
市

篠
山
市

養
父
市

三
木
市

朝
来
市

相
生
市

赤
穂
市

平成 24年度の保険税率

　 区　 分　 医療分 後期高齢者
支援金分

介護保険納付金分
（40 ～ 64 歳の人）

所 得 割 6.65% 2.30% 1.65%

均 等 割 21,000 円 6,600 円 6,700 円

平 等 割 16,600 円 5,000 円 3,900 円

賦課限度額 50 万円 13 万円 10 万円

2,410 件
（22.2％）

1,923 件
（17.8％）

1,318 件
（12.2％）803件

（7.4％）

796件
（7.3％）

718件
（6.6％）

528件（4.9％）

428件
　　（4.0％）

418件418件
（3.9％）（3.9％）

316件316件
（2.9％）（2.9％）

1,174 件
（10.8％）

合　計
10,832 件

高血圧性疾患、
虚血性心疾患、
脳梗塞等

糖尿病、
甲状腺障害等
糖尿病、
甲状腺障害等

関節症、脊椎障害、炎症性
多発性間接障害等

眼及び附属器の疾患
屈折及び調整の障害、
白内障等

呼吸器系の疾患
急性気管支炎、喘息、
アレルギー性鼻炎等

精神及び行動の
障害
統合失調症、統合
失調症型障害及び
妄想性障害等

新生物
悪性新生物、
悪性リンパ腫、
白血病等

皮膚及び
皮下組織の疾患
皮膚炎及び湿疹、
感染症等

感染症及び寄生虫症
（ウイルス肝炎、真菌症等） その他の疾病

国保加入者の疾病分類件数の状況（図３）

筋骨格系及び
結合組織の疾患

消化器系の疾患消化器系の疾患

（ ）歯肉炎及び歯周疾患、
胃及び十二指腸の疾患等

循環器系の疾患

（ ）
内分泌、栄養及び
代謝疾患

（ ）

（ ）（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

�No.7�5  �01�年 5月5 No.7�5  �01�年 5月



あこう安全・安心ステーション

突然の心停止から大切なあなたの命を救うために…

（自動体外式除細動器を設置しています）

　

市
で
は
、
地
震
や
集
中
豪
雨
な

ど
の
災
害
時
に
、
自
力
避
難
が
困

難
な
人（
災
害
時
要
援
護
者
）を
地

域
全
体
で
支
援
す
る
た
め
の
名
簿

を
整
備
し
て
い
ま
す
。

災
害
時
に
避
難
が
困
難
な
人
を
事

前
に
把
握

　

大
規
模
災
害
発
生
時
に

は
、
消
防
な
ど
に
よ
る
救

助･

救
出
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時

に
は
、
自
分
の
身
は
自
分

で
守
る「
自
助
」や
、
地
域

で
助
け
合
う「
共
助
」が
不

可
欠
で
す
。

　

災
害
時
に
地
域
ぐ
る
み

で
安
否
確
認
や
避
難
支
援

な
ど
を
す
る
た
め
に
は
、

事
前
に
災
害
時
要
援
護
者

の
登
録
を
し
、
情
報
を
地

域
に
提
供
し
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

登
録
内
容

▽
氏
名 

▽
性
別 

▽
年
齢 

▽
住

所 

▽
緊
急
時
の
連
絡
先 

▽
世
帯

人
数 

▽
災
害
時
に
役
立
つ
と
思

わ
れ
る
事
項

※ 

地
元
の
自
主
防
災
組
織
、
自
治

会
役
員
、
消
防
署
、
民
生
委
員

児
童
委
員
に
個
人
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
に
同
意
し
た
人
に
つ

い
て
名
簿
を
整
理
し
て
い
ま
す
。

災
害
時
要
援
護
者
登
録
対
象
者

▽
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
お
り
、
障
が
い
の
程
度
が
１

級
及
び
２
級
の
人 

▽
療
育
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
障
が
い

の
程
度
が
Ａ
判
定
の
人 

▽
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
お
り
、
障
が
い
の
程

度
が
１
級
の
人 

▽
介
護
保

険
に
お
け
る
要
介
護
認
定
を

受
け
て
お
り
、
要
介
護
３
～

５
の
人 

▽
ひ
と
り
暮
ら
し

の
高
齢
者
、
高
齢
者
の
み
の

世
帯
の
人 

▽
自
力
避
難
が

困
難
な
人

登
録
方
法

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
最
寄
り
の
民
生
委
員
児

童
委
員
ま
た
は
社
会
福
祉
課

に
相
談
の
う
え
、「
災
害
時
要

援
護
者
名
簿
登
録
申
請
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）登
録
す
れ
ば
、
必
ず

災
害
時
等
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
支
援
す
る

地
域
の
皆
さ
ん
が
責
任
を
負
う
も
の

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
支
援
を
希
望
す

る
皆
さ
ん
も
、
防
災
訓
練
な
ど
の
地

域
行
事
に
参
加
す
る
な
ど
普
段
か
ら

地
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

 

☎
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災害時要援護者

名簿の登録を！

昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建
て
ら
れ

た
住
宅
は
ぜ
ひ
耐
震
化
を

　

市
で
は
、
地
震
に
よ
る
住
宅
の

倒
壊
や
、
こ
れ
に
起
因
す
る
災
害

を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
現
行
の
耐

震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
旧
耐

震
基
準
の
住
宅
の
耐
震
化
を
図
る

た
め
、
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

簡
易
耐
震
診
断（
赤
穂
市
）

　

簡
易
耐
震
診
断
員
が
住
宅
の
調

査
・
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

報
告
し
ま
す
。

対�

象
住
宅　

市
内
に
あ
る
住
宅

で
、
昭
和
56
年
５
月
以
前
に
着

工
し
た
も
の

※ 

延
べ
床
面
積
の
過
半
が
住
宅
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
り
ま
す
。

※ 

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
住
宅
や
丸
太

組
工
法
の
住
宅
は
対
象
外
で

す
。

負�

担
額　

木
造
戸
建
て
住
宅
の
場

合
＝
１
棟
３
，０
０
０
円

住
宅
耐
震
改
修
計
画
策
定
補
助

（
兵
庫
県
）

　

簡
易
耐
震
診
断
で
耐
震
基
準
に

満
た
な
い
場
合
は
、
基
準
を
満
た

す
た
め
の
耐
震
改
修
計
画
の
策
定

と
、
耐
震
診
断
に
要
す
る
費
用
の

一
部
が
補
助
さ
れ
ま
す
。

対�

象
住
宅　

市
内
に
あ
る
住
宅

で
、
昭
和
56
年
５
月
以
前
に
着

工
し
た
も
の
等

※ 

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

住
宅
耐
震
改
修
工
事
費
補
助（
兵

庫
県
）

　

住
宅
耐
震
改
修
計
画
に
よ
り
改

修
工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
工
事

費
の
一
部
が
補
助
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
に
お
い
て
も
10
～

20
万
円
の
上
乗
せ
助
成
が
あ
り
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

危
機
管
理
担
当

 

☎
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・
６
８
６
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建
築
担
当 

☎
43
・
６
８
２
７

　
「
あ
こ
う
安
全
・
安
心
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
し

て
、
必
要
な
講
習
を
受
講
し
た
人

が
い
る
施
設
に
、
市
か
ら
標
章
を

交
付
し
て
い
る
も
の
で
、
登
録
事

業
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ス
テ
ッ

カ
ー
を
入
り
口
な
ど
に
貼
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
市
役
所
を
は
じ
め

72
公
共
施
設
、
民
間
事
業
所
等
23

施
設
を
含
む
95
施
設
が
登
録
し
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
市
内
の
企

業
等
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
呼
び

か
け
、「
あ
こ
う
安
全
・
安
心
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
」の
輪
を
広
げ
て
い

き
ま
す
。

　

貸
し
出
し
に
は
、
い
く
つ
か
の

要
件
と
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

貸
出
日
が
重
複
す
る
場
合
は
、

市
が
主
催
、
共
催
ま
た
は
後
援
す

る
屋
外
で
開
催
の
大
会
な
ど
を
優

先
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※ 

会
場
、
施
設
等
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
設

置
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

危
機
管
理
担
当

 

☎
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進
め
よ
う
!!

わ
が
家
の
耐
震
改
修

進
め
よ
う
!!

わ
が
家
の
耐
震
改
修

民
間
事
業
所
の
「
あ
こ
う
安
全
・

安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
輪
を

広
げ
ま
し
ょ
う

民
間
事
業
所
の
「
あ
こ
う
安
全
・

安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
輪
を

広
げ
ま
し
ょ
う

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
無
料
で

貸
し
出
し
ま
す

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
無
料
で

貸
し
出
し
ま
す

運用開始 !
赤穂市防災情報ネットとは
　赤穂市では、４月１日から「赤穂市防災情報ネット」
を新たに立ち上げ運用を開始しています。いざとい
う時のひとつの情報収集手段として、ぜひ登録して
ください。
　これまでの「赤穂市防災情報メール」については、
平成 24 年６月末日をもって運用を終了する予定です。

配信情報
○赤穂市からのお知らせ　○津波警報・津波注意報
○気象警報　など

問い合わせ先　危機管理担当　☎４３・６８６６

赤穂市防災情報ネットに登録するには…

赤穂市防災情報ネット　かんたん登録方法

※詳細は市のホームページに掲載しています。
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1身近な遊び場の整備充実
　専門技術者による遊具の定期点検に基づき、老朽

化した遊具の修繕、撤去を行い、都市公園や児童遊園地の
整備充実を図りました。 　　　　　　　（都市整備課）

2児童館開館　赤穂西中学校区に塩屋児童館を開館
し、地域の子育て支援サービスの提供を行いました。

加里屋児童館の改修整備も行いました。 （子育て健康課）

3児童虐待防止啓発事業　子どもの虐待の発生予防、
地域ネットワークの構築等の意識の高揚を図るた

め、通年で市内路線バスに車外広告を行いました。　　　
　 　　　　（子育て健康課）

4赤穂食育推進事業　赤穂市食育推進計画に基づき、
あこう食育フェアの開催、食育キャラバン隊や食育

フェスタ等の実施を通じて、市民に広く食育について普及
啓発を行いました。 （保健センター）

5子ども手当の支給　中学校修了前までの子どもを養
育している保護者に対して、つなぎ法・特別措置法

に基づき、手当を支給しました。 （子育て健康課）

6特定不妊治療費助成事業　高額な費用を要する特定
不妊治療について、費用の一部を助成しました。　

　 （保健センター）

7乳幼児等医療費助成事業　乳幼児等医療費の助成に
ついて、助成対象を中学校修了前まで拡大し、入通

院とも自己負担額を助成しました。 （医療介護課）

8幼児２人同乗用自転車購入助成事業　子どもと保護
者の安全を図ることを目的に、安全基準に適合した

幼児２人同乗用自転車購入費用の一部を助成金として支給
（助成額 40,000円を限度に購入費の２分の１）。　　　　
　　　　 （子育て健康課）

9預かり保育事業　赤穂・城西・塩屋・尾崎・御崎・
坂越の６幼稚園に加え、赤穂西幼稚園でも実施しま

した。実施時間は、教育時間終了後から午後５時30分まで。
 （教育委員会こども育成課）

▢アフタースクール・子育て学習センターの拡充�
　赤穂アフタースクールの教室を増設し、児童の生

活環境の充実を図りました。また、子育て学習センターの
保育室の充実や指導体制等運営の充実を図りました。　　
　　　 （教育委員会生涯学習課）

▢子育てバリアフリー化事業　加里屋児童館、塩屋公
民館のトイレ内にベビーシート等を設置し、前年度

に引き続き子育て環境の整備を行いました。　　　　　　
　 （子育て健康課）
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1111

　

育
児
中
の
保
護
者
な
ど
に

携
帯
電
話
を
通
じ
て
子
育
て

情
報
を
配
信
し
て
い
ま
す
。

保
健
セ
ン
タ
ー
や
保
育
所
な

ど
の
子
育
て
支
援
制
度
や
各

種
助
成
制
度
、
子
育
て
の
不

安
や
悩
み
を
相
談
で
き
る
窓

口
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
、

子
育
て
や
安
全
・
安
心
対
策

な
ど
の
情
報
を
配
信
し
て
い

ま
す
。

●�

携
帯
電
話
で
サ
イ
ト
に
接

続
し
、
必
要
事
項
を
登
録

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

登
録
は
無
料
で
す
が
、

パ
ケ
ッ
ト
通
信
料
が
か

か
り
ま
す
。

※�

メ
ー
ル
が
受
信
で
き
る

よ
う
フ
ィ
ル
タ
ー
の
設

定
等
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

子育て携帯
情報システム「すまいるキッズ」「すまいるキッズ」「すまいるキッズ」「すまいるキッズ」

http://www.smile-kids.jp/ako.hyogo/

こちらのアドレス
↓　　↓　　↓　　↓

またはQRコード
から接続できます

赤穂こどもプラン
平成23年度の
取組状況を報告します

　次世代育成支援対策推進法に基づき「赤穂こどもプラン・赤穂市次世代育成支援対策後期行動計画」（平成
22年から26年）を策定し、推進しています。
　23年度中に実施推進しました主な事業（抜粋）を報告します。（　）内は平成24年4月1日現在の担当課。
� 問い合わせ先　子育て健康課　☎４３・６８０８

ニュース Vol.9

赤穂の特産物“塩”のはなし 　昨年発生した原子力発電事故を踏まえ、食の安全・安心
を確保することは消費者にとって特に重要な課題となりま
した。また、私たちは便利で快適な社会を実現した一方で、
ゴミの増大、地球温暖化、生態系破壊など地球環境の悪化
を招いています。消費者自身も自ら消費者意識を高め、安全・
安心な生活の実現のため、「消費者」「事業者」「行政」が連携し
つつ、意識改革を図っていくことが大切です。
●期間　５月29日（火）～７月２日（月）
　　　　全４回（時間・場所は下記参照）
●�申込締切　５月21日（月）　●定員　60名（４回目の施設

見学は先着45名）
●参加料　無料（１回～３回の講座受講）
　 （ただし、４回目の施設見学は交通費・昼食代等の自己負

担があります。）
●�申込・問い合わせ先
　市民対話課 消費者協会事務局　☎４３・６８１８
●日程
◆第１回　５月29日（火）
� 午後１時30分～３時30分　市民会館� 中会議室
　「消費者トラブル最新情報」� 詐欺まがい悪質商法の手口
� 神戸さきがけ法律事務所弁護士　上田　孝治氏
◆第２回　６月７日（木）
� 午後１時30分～３時30分　市民会館� 中会議室
　「放射能に関する基礎知識」
� 兵庫県立大学環境人間学部教授　熊谷　哲氏
◆第３回　６月21日（木）
� 午後１時30分～３時30分　市民会館� 中会議室
　「食の安全・安心について」
� 兵庫農漁村社会研究所代表　保田　茂氏
◆第４回　７月２日（月）
� 午前８時30分～午後５時30分　環境施設見学外
　コープこうべ六甲アイランド食品工場（食品廃棄物処理設備工場）
　※�見学先は変更になる場合があります。行程は後日お渡しい
たします。

消費者協会『生活講座』の参加者
を募集します

　市では、赤穂市健康増進計画を策定するにあたり、食育を
含めた健康づくりに関する意見を広く市民から募集するため、
委員を公募します。
●応募資格（すべて満たすこと）

　  ▽市内在住・在勤・在学の20歳以上（４月１日現在）の人 ▽

平日の昼間の会議に出席できること（３回開催予定） ▽市職
員、市議会議員、本市の他の公募委員でないこと
●募集人数　２名　●任期　６月～平成25年３月
●�応募方法　次の書類を持参、郵送、FAX、メールのいずれ

かにより提出してください。５月31日（木）必着 ▽住所、氏
名、年齢、性別、職業、電話番号を記載した申込書（様式
自由） ▽800字程度の作文テーマ：「赤穂市の健康づくり及
び食育のあり方について」
●�選考方法等　選考委員会において選考し、結果は、６月中

に応募者全員に通知します。
●応募・問い合わせ先
　〒678-0232 赤穂市中広267 赤穂市保健センター
　☎４３・９８５５　FAX４２・９０１０
　Ｅメール　hoken@city.ako.lg.jp

市健康増進計画策定委員を募集します

　赤穂は古くから塩の産地として栄えてきました。塩
は人体に欠かせないものですが、摂り過ぎも問題とな
ります。塩と上手に付き合う方法を知っておきましょ
う。

ズバリ適正量はどのくらい？
　日本人の食事摂取基準2010年版では、

男性成人は1日9.0g 未満
女性成人は1日7.5g 未満

としています。しかし、現在の食塩摂取量は男性
11.6g、女性9.9g と目標値を上回っています。

栄養成分表示と塩分
　最近では、多くの食品に栄養成分が表示されていま
す。栄養に関する情報の宝庫ですので活用しましょう。
しかし、食塩量については注意が必要です。表示がナ
トリウムで書かれている場合は、ナトリウム＝食塩で
はありません。ナトリウム×2.54＝食塩となります。
カップ麺には約6gの食塩が含まれています。

和食と塩分
　健康的な食生活を送るためには和食がおすすめです。
主食のごはん、汁物、主菜、副菜を組み合わせて、多
品目の食品を少しずつ食べることで、様々な栄養素を
バランスよく摂取でき、その割には低エネルギーです。
しかし、唯一の欠点は塩分が多くなりがちなこと。そ
こで、だしやスパイス、酸味のきいたものなどを利用
して、おいしく減塩しましょう。

減塩のコツ
・だしをきかせる
・�香りをきかせる（生姜、ゆずなどの他、わさびやスパ
イスも利用）
・酢などの酸味をきかせる
・食材本来の持ち味を活かす
・調味料は計って使う
・�しょうゆやソースは料理にかけないで、小皿に入れ
料理をつけて食べる
・外食時や市販の惣菜を利用する時は注意する
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平成23年度における
市民参加手続の実施状況を報告します 問い合わせ先　

市民対話課　☎４３・６８１８

　市が重要な施策を決定するとき、市民の意見を施策に反映させることを目的とする市民参加に関する条例が、平成17年
10月１日から施行されています。23年度において実施しました市民参加手続きについては、次のとおりです。ご意見、ご
応募ありがとうございました。

1審議会等への付議
審　議　会　の　名　称 開　　催　　日 付　　議　　内　　容 担当課

第６次赤穂市行政改革推進委員会 H24年２月３日 ・第６次赤穂市行政改革大綱
　平成22年度取組み結果について

総務課（行財政
改革推進担当）

赤 穂 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会 H23年９月20日 /H24年３月13日 ・男女共同参画社会形成に関する事項 市民対話室

赤穂市地域福祉計画策定委員会 H23年７月21日 /10月７日 /11月22日
/12月９日 /H24年２月17日 ・計画の策定 社会福祉課

赤 穂 市 障 害 者
自 立 支 援 協 議 会

H23年７月28日 /９月26日 /10月31日
/12月５日 /H24年２月17日 ・赤穂市障がい者福祉長期計画等の策定について 社会福祉課

赤 穂 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画
及び介護保険事業計画策定委員会

H23年７月１日 /10月13日 /12月７日
/H24年１月25日 /２月６日

・�第５期赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画策定について 介護福祉課

赤 穂 市 事 業 評 価 懇 話 会 H24年１月30日 ・�国庫補助事業の再評価（住宅市街地総合整備事業（尾崎地区）） 土木課

赤 穂 市 都 市 計 画 審 議 会 H23年７月４日 ・赤穂市国土利用計画（第四次）案について
・都市計画の概要について 都市整備課

赤穂市教育振興基本計画検討委員会 H23年７月29日 /10月31日 /11月22日
/H24年１月24日 ・赤穂市教育振興基本計画の検討 教育委員会

総務課

赤穂市スポーツ推進計画検討委員会 H23年11月29日 /12月８日 /12月19日
/H24年１月13日 /２月17日 ・赤穂市スポーツ推進計画の検討 教育委員会

スポーツ振興課

赤穂市子ども読書活動推進計画策定委員会 H23年10月５日 /11月16日 /12月27日
H24年１月13日 /２月17日 ・赤穂市子ども読書活動推進計画について 図書館

2審議会等の委員の公募
審　議　会　の　名　称 応　募　期　間 募集・応募人数 担当課

赤 穂 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会 H23年４月13日～H23年５月30日 募集人数　２名／応募人数　２名 市民対話室

赤 穂 市 環 境 審 議 会 H24年１月13日～H24年３月12日 募集人数　２名／応募人数　３名 環境課

赤 穂 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 H23年５月10日～H23年５月27日 募集人数　２名／応募人数　１名 社会福祉課

赤 穂 市 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会 委 員 H24年２月17日～H24年３月21日 募集人数　２名／応募人数　１名 社会福祉課

赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 H23年３月10日～H23年４月８日 募集人数　２名／応募人数　２名 介護福祉課

赤 穂 市 都 市 計 画 審 議 会 H24年１月５日～H24年２月24日 募集人数　２名／応募人数　４名 都市整備課

赤 穂 市 教 育 振 興 基 本 計 画 検 討 委 員 会 H23年４月10日～H23年５月９日 募集人数　２名／応募人数　４名 教育委員会総務課

3意見募集（パブリックコメント）
施　　策　　の　　名　　称 実　施　時　期 実施結果 担当課

赤 穂 市 暴 力 団 排 除 条 例 に つ い て H24年１月10日～H24年２月８日 意見提出　0人　0件 総務課（安全安心担当）

赤 穂 市 国 土 利 用 計 画（ 第 ４ 次 ）に つ い て H23年７月５日～H23年８月５日 意見提出　2人　8件 企画課（政策担当）

赤 穂 市 工 場 立 地 法 準 則 条 例 に つ い て H24年１月11日～H24年２月９日 意見提出　0人　0件 観光商工課

赤 穂 市 ご み 処 理 基 本 計 画 の 策 定 に つ い て H24年２月16日～H24年３月16日 意見提出　1人　3件 美化センター

赤 穂 市 地 域 福 祉 計 画 の 策 定 に つ い て H23年12月19日～H24年１月20日 意見提出　0人　0件 社会福祉課

赤穂市障がい者福祉長期計画等の策定について H23年12月19日～H24年１月20日 意見提出　1人　1件 社会福祉課

赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定について H23年12月15日～H24年１月16日 意見提出　0人　0件 介護福祉課

赤 穂 市 都 市 再 生 整 備 計 画 事 業 に つ い て H23年９月15日～H23年10月14日 意見提出　3人　3件 都市整備課

赤 穂 市 教 育 振 興 基 本 計 画 の 策 定 に つ い て H23年11月28日～H23年12月27日 意見提出　5人��20件 教育委員会総務課

ス ポ ー ツ 推 進 計 画 の 策 定 に つ い て H24年１月16日～H24年２月15日 意見提出　8人��16件 教育委員会スポーツ振興課

赤穂市子ども読書活動推進計画の策定について H24年１月16日～H24年２月15日 意見提出　1人����2件 図書館

　平成23年10月から平成24年３月までの間に、市民や団体等から
市民対話課に寄せられた様々な要望・提案・意見などについて、種
類別に分類した件数を公表します。市では市民等との協働のまちづ
くりを推進するため、これからも「市民の声」に迅速かつ的確に対応
できるよう努めてまいります。 問市民対話課　☎４３・６８１８

赤
穂
市
議
会

�
議
長
に�

田
端�

氏
、
副
議
長
に�

瓢�

氏

赤穂市自治功労者
新たに５名

　

４
月
29
日
に
開
催
さ
れ
た
自
治
功
労
者
の
つ
ど
い
の
席
上
、

次
の
５
名
の
方
が
、
新
た
に
自
治
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ

ま
し
た
。�

（
敬
称
略
）

◆
大
橋　

博
文　
（
砂
子
・
消
防
団
副
団
長
等
）

◆
入
江　

秀
史　
（
松
原
町
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員)

◆
清
山
美
千
子　
（
正
保
橋
町
・
消
費
者
協
会
副
会
長
）

◆
中
西　
　

尙　
（
松
原
町
・
地
区
自
治
会
長
、
消
防
団
副
団
長
等
）

◆
小
西　

利
夫　
（
加
里
屋
中
洲
・
体
育
協
会
会
長
等
）

　

４
月
17
日
の
市
議
会
臨
時
会
に
お

い
て
、議
長
に
田
端
智
孝
氏（
66
歳
）、

副
議
長
に
瓢
敏
雄
氏（
54
歳
）を
選
出

し
ま
し
た
。

　

常
任
委
員
会
な
ど
の
正
副
委
員
長

に
は
、
次
の
各
氏
が
就
任
さ
れ
ま
し

た
。（
◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委
員
長

敬
称
略
）

総
務
文
教
委
員
会

　

◎
松
原　

宏　

○
木
下　

守

民
生
生
活
委
員
会

　

◎
川
本
孝
明　

○
竹
内
友
江

建
設
水
道
委
員
会

　

◎
釣　

昭
彦　

○
永
安　

弘

議
会
運
営
委
員
会

　

◎
家
入
時
治　

○
汐
江
史
朗

幹
線
道
路
建
設
特
別
委
員
会

　

◎
重
松
英
二　

○
竹
内
友
江

地
域
産
業
活
性
化
調
査
特
別
委
員
会

　

◎
木
下　

守　

○
小
林
篤
二

副議長
瓢　敏雄氏

議　長
田端智孝氏

　４月から赤穂出
張所長として赴任

いたしました。赤穂は初めての
勤務地ですが、歴史深き人情あふ
れる赤穂で勤務できることを誇
りに思います。
　最近の雇用情勢は改善の兆し
を見せているものの、リーマンシ
ョック前と比較すると依然とし
て厳しい状況が続いております。
ハローワークとしましては、すべ
ての人々が安心して働くことが
できる雇用の場の確保を目指し
ております。そのためには、地域
の方々に信頼される、親しまれる

「ハローワーク」をめざしサービ
スの充実・向上に努めたいと思い
ます。皆様のより一層のご理解
とご協力を賜りますようお願い
申しあげます。

龍野公共職業安定所
　赤穂出張所長　　　

　三 木 勇 二

赤穂に赴任しました

　この 4月に赤穂
に赴任致しました

鷲見（すみ）と申します。
　赤穂には、「①古くからの城下
町で、②赤穂御崎を始めとして風
光明媚な地である上に、③都市機
能の面でも、近隣の大都市に頼ら
ず、大抵のことは地元で完結させ
ることのできる、恵まれた土地」
との印象を持っております。医
療に関しても、産科・小児科等、課
題はあるものの、近隣の地域より
も遥かに恵まれた環境にあり、医
師会・歯科医師会・薬剤師会を始
めとする関係団体や各病院、赤穂
市等と連携しながら、地域の健康
課題に取り組んで参りますので、
ご理解・ご協力頂きますよう、宜
しくお願いいたします。

赤穂健康福祉事務所長
　鷲 見 　 宏

　４月から赤穂郵
便局長に着任しま

した山本でございます。
　赤穂は私を含め家族全員、本当
に好きな街で、子どもが小さい
頃、海浜公園や唐船での海水浴、
潮干狩りと皆で楽しませていた
だきました。
　市民の皆様に愛され、親しま
れ、喜ばれる、最高のサービスが
提供できるよう誠心誠意がんば
ってやりますので、よろしくお願
いいたします。
　お気軽にお立ち寄りください。
　お待ちしています。

郵便局株式会社　　
　赤穂郵便局長　　　

　山 本 昌 義

種　

別　

累　

計

分　　　類 件数
道路・河川など維持に関すること 16
ごみ処理・騒音・悪臭など環境に関すること 20
公園管理に関すること 9
空地・隣地などに関すること 15
動物・害虫に関すること 11
制度・組織に関すること 12
市施策に関すること 6
その他 3

合　　　計 92

「市民の声」
（市民からの要望等の件数）を公表します
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入学おめでとう！入学おめでとう！ぴっかぴかの1年生

消防団では、消防殉職者４柱に追悼の誠をささげ、消防職・団員
の安全確保を誓い３年に一度の消防殉職者慰霊祭を実施しまし
た。（４/８ 城南緑地駐車場）

3年に一度の消防殉職者慰霊祭

播州赤穂義士太鼓の演
奏やカラオケ大会など
が行われました。
（４/15 東御崎展望台）

さくら満開赤穂御崎さくらまつり

図書館では、毎週
土曜日の午前中
に、読み聞かせボ
ランティアグルー
プなどによる「お
はなしの会」を実
施しています。
（４/７ 図書館）

毎月第1土曜日は読み聞かせと工作おはなしの会

赤穂東中学校の市川華愛さ
んが第60回兵庫リレーカー
ニバル中学女子走り幅跳び
で見事優勝されました。
（４/21 神戸ユニバー記念陸
上競技場）

赤穂市中学女子初の優勝兵庫リレーカーニバル

1 赤穂高校入学式（４/９  赤穂高校）　
2 高齢者大学入学式（４/13  西公民館）
3 中学校入学式（４/９  赤穂西中学校）
4 関西福祉大学入学式（４/５  文化会館）
5 小学校入学式（４/９  塩屋小学校）
6 幼稚園入園式（４/10  坂越幼稚園）

華やかに

春の義士祭
市内パレードでは公募で当選した女性義
士による女人義士行列や備前阿波おどり
などが出演し華やかに開催されました。
少年剣道大会等も開催されました。
1 少年剣道大会　2  備前阿波おどり　
3 女人義士行列

鎌島水産（鎌島宏文さん：坂越）の育てられた殻付き生カ
キが４月に東京で開催された「第１回かき日本一決定戦」
で総合４位に輝きました。

さこし忠臣蔵総合4位かき日本一決定戦

民俗資料館前の桜も満開のなか、第21回サロン・コンサ
ートが開催されました。
（４/15 民俗資料館）

～花びらに寄する思い～サロン・コンサート

交通安全運動の初日、
ちびっこ警察官と明
石副市長、黒田赤穂警
察署長、交通安全協会
の皆さんなどが街頭
キャンペーンを実施
しました。
（４/６～ 15）

やさしさと笑顔で走る春の全国交通安全運動

フォトニュース
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「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

国
民
年
金

…
市
民
課 

年
金
担
当　

☎
43
・
６
８
２
０

65
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保
険
者
）の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

介
護
保
険
相
談
室

保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
こ
と 

…
税
務
課　

☎
43
・
６
８
０
３

制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と 

…
医
療
介
護
課　

☎
43
・
６
９
４
７

高齢者を見守る支えるネットワーク

　

毎
年
、
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
の
被
保
険
者
の
皆
様
に
、
日

本
年
金
機
構
よ
り「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」が
誕
生
月
に
送
付
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
平
成
24
年
度
以

降
は
ハ
ガ
キ（
35
歳
、
45
歳
、
58

歳
の
節
目
年
齢
の
方
へ
は
封
書
）

が
送
ら
れ
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」は
、
被

保
険
者
の
皆
様
に
保
険
料
納
付

の
実
績
や
将
来
の
給
付
に
関
す

る
情
報
を
お
知
ら
せ
し
、
年
金

制
度
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
日
本
年
金
機
構
は
４

月
か
ら「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」に

つ
き
ま
し
て
、
電
子
版
で
の
提

供
を
は
じ
め
ま
し
た
。
詳
し
く

は
日
本
年
金
機
構「
ね
ん
き
ん
ネ

ッ
ト
」サ
ー
ビ
スhttp://w

w
w

.
nenkin.go.jp/n_net/index.
htm

l

◦
送
付
対
象
者

　

 

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
に
加

入
中
の
す
べ
て
の
被
保
険
者

◦
送
付
時
期

　

誕
生
月

◦
お
知
ら
せ
す
る
内
容

〈
節
目
年
齢
の
方（
35
歳
・
45
歳
・
58

歳
）〉

①
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間

② 

こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額

③
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
歴

④ 

制
度
ご
と
の
保
険
料
納
付
状

況
等

⑤
年
金
見
込
額

〈
節
目
年
齢
以
外
の
方
〉

①
直
近
一
年
間
の
年
金
記
録

◦�

年
金
定
期
便
の
ご
相
談
は「
ね

ん
き
ん
定
期
便
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
」へ

　

 

０
５
７
０
・０
５
８
・５
５
５

　
（
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
）

　

０
３
・６
７
０
０
・１
１
４
４

〈
受
付
時
間
〉

　

月
～
金
曜
日

　
　

午
前
９
時
～
午
後
８
時

　

第
２
土
曜
日　

　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

 （
祝
日
、
12
月
29
日
～
１
月
３

日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ

ん
。）

　

お
近
く
の
年
金
事
務
所
ま
た

は
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
で
も
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
相
談

◦
相
談
日

　

５
月
17
日（
木
）

◦�

場
所　

市
役
所
１
階 

相
談

室
◦
受
付
時
間

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

年
金
出
張
相
談（
姫
路
年
金
事

務
所
）

◦
相
談
日

　

６
月
７
日（
木
）

◦�

場
所　

市
役
所
２
階　

会
議

室
◦
受
付
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

問
市
民
課 

年
金
担
当

�

☎
43
・
６
８
２
０

日
本
年
金
機
構
よ
り

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」が

�

送
ら
れ
ま
す

日
本
年
金
機
構
よ
り

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」が

�

送
ら
れ
ま
す

市
役
所
に
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
い
て
も
、「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」の
内
容
等
の
情
報
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

市
役
所
に
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
い
て
も
、「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」の
内
容
等
の
情
報
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

国
民
年
金
相
談
及
び
姫
路

年
金
事
務
所
の
年
金
出
張

相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

国
民
年
金
相
談
及
び
姫
路

年
金
事
務
所
の
年
金
出
張

相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

広
報
４
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し

ま
し
た
よ
う
に
、「
第
5
期
介
護
保

険
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
平
成
24

年
度
か
ら
平
成
26
年
度
ま
で
の
介

護
保
険
料
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

み
な
さ
ん
が
納
め
る
保
険
料
は
、

介
護
保
険
を
運
営
し
て
い
く
た
め

の
大
切
な
財
源
で
す
。
７
月
中
旬

に
納
付
通
知
書
な
ど
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
保
険
料
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

改
正
の
主
な
内
容

●基準額の見直し
　（変更前） 3,300円　⇒　（変更後） 4,350円
●�65歳以上の人の保険給付費の財源の負担割合

が20％から21％に変わりました。
●�所得金額が190万円以上200万円未満の方の

保険料が著しい上昇とならないよう新たな段
階を設定しました。

■平成24年度～平成26年度の介護保険料
段階区分 対　　象　　者 積算基礎 年間保険料 １月あたり
第1段階 生活保護、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 基準額×0.5 26,100円 2,175円

第2段階 市民税世帯非課税　課税年金収入額＋合計所得金額≦80万円 基準額×0.5 26,100円 2,175円

第3段階 市民税世帯非課税（第2段階以外） 基準額×0.75 39,150円 3,263円

第4段階
本人が市民税非課税　課税年金収入額＋合計所得金額≦80万円 基準額×0.85 44,370円 3,698円

本人が市民税非課税（上記以外） 基準額×1 52,200円 4,350円

第5段階 本人が市民税課税（合計所得金額125万円未満） 基準額×1.15 60,030円 5,003円

第6段階 本人が市民税課税（合計所得金額125万円以上190万円未満） 基準額×1.25 65,250円 5,438円

第7段階 本人が市民税課税（合計所得金額190万円以上200万円未満） 基準額×1.35 70,470円 5,873円

第8段階 本人が市民税課税（合計所得金額200万円以上） 基準額×1.5 78,300円 6,525円
※月額は小数点以下を四捨五入しています

平成 24年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）
職　種 受験資格 申込受付期間 第１次試験日 試験地

事　　務

技　　術

農業土木

林　　業

①�平成24年４月１日に
おいて高校又は中等教
育学校を卒業した日の
翌日から起算して２年
を経過していない者及
び平成25年３月まで
に高校または中等教育
学校卒見の者

②�人事院が①に掲げる者
に準ずると認める者

インターネット
６月26日（火）
� ～７月５日（木）

郵送または持参
７月２日（月）
� ～７月10日（火）

９月９日（日）

神 戸 市
大 阪 市
京 都 市
奈 良 市
和歌山市
田 辺 市

●申込用紙、受験案内は５月14日（月）から配布します。
●問い合わせ先　人事院近畿事務局
　　　　　　　〒553-8513　大阪市福島区福島1-1-60
　　　　　　　☎０６・４７９６・２１９１（試験係）
　　　　　　　ホームページアドレス：http://www.jinji.go.jp/kinki/

夜間法律相談
　兵庫県弁護士会では、弁護士
と精神保健福祉士による無料電
話相談を実施します。
　お気軽にご相談ください。
●�実施日
　原則第２・第４日曜日
　午後５時～午後９時
●電話　０７８・３４１・９

く ろ う ゼ ロ

６００
　（相談日のみの特設電話）
●�相談内容　解雇、多重債務、

生活保護、家庭の問題など
●相談料　無料
●予約　不要
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。
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ニ
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ラ
ソ
ン
大
会
経

費
な
ど
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
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く
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さ
ま
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一
層
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よ
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し
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お
願
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い

た
し
ま
す
。
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７
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人

■
寄
付
金
活
用
状
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（
寄
付
金
活
用
事
業
）

　

義
士
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
設
置
事
業
、

赤
穂
シ
テ
ィ
マ
ラ
ソ
ン
大
会
開

催
経
費
、
観
光
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
作
成
、
赤
穂
国
際
音
楽

祭 

外

（
寄
付
金
充
当
額
）

 

１
１
，８
２
０
，０
０
０
円

まちづくりの分野 寄付金額（円）

1 歴史遺産と自然環境の保全と活用に関す
る事業 238,411

2 地域活性化に関する事業 4,020,500

3 共に生きる福祉社会構築に関する事業 10,750

4 安全安心なまちづくりに関する事業 14,500

5 子育て支援・学校教育等次世代育成に関
する事業 16,250

6 個性ある地域文化・スポーツの創造に関
する事業 111,000

7 その他目的達成のために市長が必要と認
める事業 160,000

計 4,571,411

問
い
合
わ
せ
先　

行
政
課　

☎
43
・
６
８
５
０

平
成
23
年
度

寄
付
状
況
と
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
　
　

赤
穂
ふ
る
さ
と
づ
く
り
寄
付
金
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を
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部
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頼
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０
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０
０
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の
継
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生
島
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立
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と
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明
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し
て
い
ま

す
。
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冊
３
０
０
円
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て
教
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会
、
歴
史
博
物
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な
ど
で
一
般
販
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限
定
２
０
０
部
）し
て
い
ま
す
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問
教
育
委
員
会 

生
涯
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習
課 

文
化
財
係 

☎
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６
９
６
２

　

あ
な
た
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慢
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さ
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ど
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と
び

っ
き
り
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顔
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市
Ｈ
Ｐ
の「
市
民
の
笑

顔
時
計
」に
掲
載
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■�

掲
載
箇
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市
Ｈ
Ｐ
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

「
市
民
の
笑
顔
時
計
」の
コ
ー
ナ
ー
。
写

真
が
１
分
ご
と
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

■�

募
集　

す
て
き
な
笑
顔
の
写
真（
赤
穂

市
民
で
あ
る
こ
と
。
な
お
個
人
、
グ
ル

ー
プ
を
問
い
ま
せ
ん
）

■�

応
募
方
法　

写
真（
プ
リ
ン
ト
、
画
像

デ
ー
タ
を
問
い
ま
せ
ん
）と
応
募
者
の

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
連
絡
先
を

記
載
し
た
も
の（
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
）

を
企
画
広
報
課
ま
で
持
参
も
し
く
は
メ

ー
ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご

依
頼
が
あ
れ
ば
広
報
担
当
が
お
伺
い
し

撮
影
し
ま
す
。

　

問
企
画
広
報
課　

☎
43
・
６
８
７
０

※ 

写
真
は
応
募
さ
れ
た
時

点
で
著
作
権
者
・
肖
像

権
者
が
承
諾
し
た
も
の

と
み
な
し
ま
す
。
写
真

が
も
と
で
ト
ラ
ブ
ル
が

発
生
し
た
場
合
は
一
切

責
任
を
負
い
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

すくすく育て！��わが家のホープ

「元気に大きくなってね」
☆父・智仁さん　母・早栄美さんより

北野中

水
みずもり

守　晏
あんず

珠ちゃん

平成22年６月４日生まれ

「元気に大きくなぁ～れ♪」
☆父・幸夫さん　母・沙織さんより

松原町

久
く ぼ

保　結
ゆいと

人ちゃん

平成23年11月28日生まれ

「人の気持ちがわかる優しい子になってね！」
☆父・幸雄さん　母・純子さんより

東浜町

大
おおはし

橋　香
こはる

春ちゃん

平成22年２月17日生まれ

『生島の植生調査報告
� ―植生管理10年後の現状―』の刊行

� 赤穂市ＨＰ「市民の笑顔時計」

お世話になります
赤穂市スポーツ推進委員
　教育委員会では、17名の方を平成24、25年度の
スポーツ推進委員として委嘱しました。
　スポーツ推進委員は、市のスポーツ大会、ニュー
スポーツ等の実施に関する連絡調整及び指導・助
言や健康・体力づくりの実技指導を行うなど地域
スポーツの推進を図っています。
【選出区分】

▽ 赤穂地区＝中﨑和代 ▽ 城西地区＝上崎久美
子 ▽ 塩屋地区＝花﨑右司 ▽ 赤穂西地区＝堀口雅
宏 ▽尾崎地区＝久保田浩 ▽御崎地区＝山本亮 ▽

坂越地区＝西本一雄 ▽ 高雄地区＝柿本鈴子 ▽ 有
年地区＝寺内多希子 ▽ 原地区＝福本一志 ▽ 教育
委員会＝入江秀史、横川晶子、廣島勉、廣門知紗、
田川美奈子、濵田千珠、丸尾ひとみ
問教育委員会 スポーツ推進課　☎４３・６８６９

スポーツ先進都市推進事業

高校野球親善試合
　市体育協会では、スポーツ先進都市に向けた推
進事業として、小中高におけるクラブ活動の一貫
指導と強化育成を図るため、県内外の強豪チーム
を招いて、高校野球親善試合を行います。
　この機会に、小中学生の模範となる高校野球の
親善試合をぜひご観戦ください。
日時　５月26日（土）　※雨天中止

　 ▽午前９時30分～
　　東洋大学附属姫路高校 対 倉敷工業高校

　 ▽正午～
　　倉敷工業高校 対 赤穂高校

　 ▽午後２時30分～
　　赤穂高校 対 東洋大学附属姫路高校
場所　城南緑地野球場
入場料　無料（事前申込不要）
問教育委員会 スポーツ推進課　☎４３・６８６９

11月11日に開催します
第２回赤穂シティマラソン大会
期日　11月11日（日）
会場　城南緑地陸上競技場（スタート・ゴール）
種目　 ▽ハーフマラソン（21.0975キロ） ▽10キ

ロ ▽５キロ ▽３キロ ▽２キロ
その他　 申込方法等については、決定次第お知ら

せいたします。
問教育委員会 スポーツ推進課　☎４３・６８６９

平成 24年度東備西播定住自立圏
民間イベント等支援
事業が決定しました

　この事業は、定住自立圏構想推進事業として民間の
団体や住民の皆さんが自主・自発的に行うイベント等
に対し、圏域内外の住民交流を促進し、賑わいの創出
や相互理解を深める活動に対して支援するものです。
　審査会（４月22日開催）の結果、次の13事業が決定
されました。
問企画広報課　☎４３・６８６７

上郡町

赤穂市備前市

活動事業名
事　業　概　要

団　体　名

1
忠臣蔵交流囲碁大会及び
こども囲碁教室の開催

３市町の囲碁クラブを中心に、忠臣蔵交流
囲碁大会を開催するとともに、囲碁を通じ
た健全なこども育成事業としてこども囲碁
教室を開催します。忠臣蔵交流楽碁会

2

第３回上郡町・赤穂市・
備前市定住自立圏推進交
流中学校軟式野球大会

３市町中学校11チーム（赤穂５、上郡１、
備前５）による第３回上郡町・赤穂市・備
前市定住立圏推進交流中学校軟式野球大会
を、上郡町スポーツセンター野球場などで
開催します。上郡町軟式野球協会

3

東備西播定住自立圏域
市町第３回親善ゲート
ボール大会

３市町及び近隣市町の住民による第３回
ゲートボール大会を、備前市多目的広場野
球場で開催します。東備西播定住自立圏域市

町ゲートボール協議会

4

幼児から高齢者までサッカー
を通じた健康づくり、仲間づ
くり及び地域づくりの推進

３市町の小学生と高校生、社会人のサッ
カー交流イベントの実施と合わせて、中
学生及び高校生を対象とした地域交流サッ
カー大会を開催します。エンジョイサッカー実行委員会

5

第１回赤穂市・備前市・上郡
町定住自立圏推進交流ター
ゲットバードゴルフ大会

３市町の友好親善と交流、競技人口の増加
と普及を図るため、ターゲットバードゴル
フ大会を、千種川河川敷ターゲットバード
ゴルフ場で開催します。� 《新規》赤穂市ターゲットバードゴルフ協会

6
障害者スポーツ交流事業　
ＡＫＢパラリンカップ

障がい者スポーツの更なる充実と振興を目
指し、障がい者や家族をはじめ多くの人が
手軽に参加できる障がい者交流スポーツ大
会を開催します。� 《新規》ＡＫＢパラリンカップ委員会

7
テニス大会 ３市町テニス協会による「第３回東備西播

ダブルステニス大会」を開催します。赤穂市テニス協会

8
琉球ちゃんぷる ８月に開催される備前市「ふるさとふれあ

い祭」に参加し交流を図るとともに、赤穂
海浜公園で交流イベントを実施します。
� 《新規》エイサー倶楽部てぃだ《太陽》

9
ふらっと県境まちぷら
（まちの達人おすすめのまちあるきコース）

備前市観光協会、日生町観光協会、赤穂観
光協会、上郡町観光協会の４協会の企画・
運営による「３市町まちあるきコース」を設
定した「まちぷら」を実施します。備前市観光協会

10

第１回赤穂市・備前市・
上郡町定住自立圏推進
バレーボール交流大会

３市町の交流促進を目的に、３市町バレー
ボール連盟主催のバレーボール大会を開催
します。� 《新規》

備前市バレーボール連盟

11
第２回はりまリコーダーオー
ケストラ・コンサート in 赤穂

「はりまリコーダーオーケストラ」に、赤穂
市児童合唱団や備前市、上郡町の子どもを
ゲストに迎え、第２回コンサートを赤穂市
文化会館で開催します。リコーダーアンサンブル・ドルチェ

12
赤穂御崎活性化キャン
ペーン

干潮時に赤穂御崎にある「畳岩」と海岸線を
結ぶ道ができる場所を「恋人の聖地」とし、
３市町の人に限定した公募ウェデングを実
施します。� 《新規》赤穂温泉旅館組合

13

戦国武将よろいカブト
交流事業2012 赤松円心ゆかりの地、上郡町赤松地区と備

前市片上地区の交流を更に深めるため、昨
年のよろいカブトに続き足軽衣装を作成す
ることで親睦と交流を図ります。

赤松校区むらづくり推
進委員会

すてきな笑顔を大募集

 市長こんわ会は、市民の皆様が市長と対
話を行い、うち解けた雰囲気の中で、将
来の夢や課題などについて建設的な意見
を交換し、皆様の声を市政に届けるため
に実施しています。
時�間：午前９時から午後９時までの時間

帯で調整します。
場�所：市長室や公民館などで開催します。
　事前の申し込みが必要です。詳しくは
市民対話課までお問い合わせください。
多数のお申し込みをお待ちしています。
問市民対話課 ☎43・６８１８

市長と夢を
語りませんか

市長こんわ会
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◦�
募
集
期
間　

５
月
21
日（
月
）～

25
日（
金
）

◦�

申
込
方
法　

市
役
所
１
階
市
民

課
住
宅
係
に
申
込
書（
５
月
10

日
～
配
布
）が
あ
り
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
、
入
居
予

定
者
全
員
の
所
得
が
確
認
で
き

る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
収
入
基
準
等
の

申
込
資
格
要
件
が
あ
り
ま
す
。）

◦�

募
集
戸
数

①
坂
越
高
谷
団
地
３
Ｄ
Ｋ
＝
３
戸

②
塩
屋
団
地
４
Ｄ
Ｋ
＝
２
戸

③
千
鳥
団
地
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
＝
２
戸

④
千
鳥
団
地
３
Ｄ
Ｋ
＝
３
戸

⑤
塩
屋
西
団
地
３
Ｄ
Ｋ
＝
５
戸

◦�

抽
選
日　

６
月
１
日（
金
）

◦�

留
意
事
項

① 

右
記
４
団
地
５
タ
イ
プ
の
う
ち

ど
れ
か
１
団
地
１
タ
イ
プ
の
み

応
募
可
能
で
す
。

② 

抽
選
に
よ
り
落
選
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
抽
選
順
に
よ
り
今

後
空
家
が
発
生
し
た
場
合
の
待

機
登
録
者
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。（
抽
選
日
よ
り
１
年
間
有

効
）

③ 

当
選
さ
れ
た
方
の
入
居
は
、
７

月
１
日
の
予
定
で
す
。

◦�

受
付
場
所

　

市
民
課 

住
宅
係

 

☎
43
・
７
０
６
６

◦�

募
集
期
間　

５
月
21
日（
月
）～

25
日（
金
）

◦�

申
込
方
法　

市
役
所
１
階
市
民

課
住
宅
係
に
申
込
書（
５
月
10

日
～
配
布
）が
あ
り
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
収
入
基
準
等
の

申
込
資
格
要
件
が
あ
り
ま
す
。）

◦�

募
集
戸
数

① 

赤
穂
中
広
鉄
筋
３
人
以
上
世
帯

用
３
Ｄ
Ｋ
＝
１
戸（
注
１
）

② 
赤
穂
千
鳥
高
層
３
人
以
上
世
帯

用
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
＝
１
戸（
注
１
）

③ 

赤
穂
千
鳥
高
層
４
人
以
上
世
帯

用
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
＝
１
戸（
注
２
）

④ 

赤
穂
千
鳥
高
層
２
人
以
上
世
帯

用
２
Ｄ
Ｋ
＝
１
戸（
注
３
）

⑤ 

赤
穂
湯
の
内
鉄
筋
＝
３
人
以
上

世
帯
用
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
＝
１
戸（
注

１
）

（
注
１
）夫
婦
ま
た
は
、
婚
約
者
２

人
世
帯
で
、
合
計
年
齢
が
80
歳

未
満
の
場
合
は
申
し
込
み
が
で

き
ま
す
。

（
注
２
）合
計
年
齢
が
80
歳
未
満
の

夫
婦
と
子
ど
も
１
人
の
３
人
世

帯
の
場
合
は
申
し
込
み
が
で
き

ま
す
。

（
注
３
）60
歳
以
上
の
申
込
名
義
人

と
次
の
い
ず
れ
か
の
方
の
み
か

ら
な
る
世
帯
の
場
合
は
申
し
込

み
が
で
き
ま
す
。

①
配
偶
者

② 

18
歳
未
満
の
方（
民
法
上
の
親

族
関
係
に
あ
る
こ
と
）

③ 

中
度
以
上
の
障
が
い
者（
民
法

上
の
親
族
関
係
に
あ
る
こ
と
）

④ 

50
歳
以
上
の
方（
民
法
上
の
親

族
関
係
に
あ
る
こ
と
）

◦�

抽
選
日　

６
月
１
日（
金
）

◦�

留
意
事
項　

①
抽
選
に
よ
り
落

選
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
抽
選

順
に
よ
り
今
後
空
家
が
発
生
し

た
場
合
の
待
機
登
録
者
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。（
抽
選
日
よ

り
１
年
間
有
効
） 

②
当
選
さ
れ

た
方
の
入
居
は
、
７
月
末
頃
の

予
定
で
す
。

◦�

受
付
場
所

　

市
民
課 

住
宅
係

�

☎
43
・
７
０
６
６

　

市
立
幼
稚
園
で
は
、
同
年
齢
の

子
ど
も
た
ち
が
一
緒
に
遊
ん
だ

り
、
親
同
士
が
子
育
て
に
つ
い
て

話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る「
未
就

園
児
学
級
」を
開
設
し
、
子
育
て

の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◦�

対
象　

就
学
前（
３
歳
児
）親
子

◦�

実
施
回
数　

６
月
か
ら
開
始
し

ま
す
。

・ 

年
間
６
～
８
回（
園
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
）

・ 

保
育
時
間
は
１
回
１
時
間
30
分

程
度

◦�

費
用　
　

傷
害
保
険
加
入
金
年 

間
60
～
80
円 　

教
材
・
お
や 

つ
代
年
間
８
０
０
～
１
，０
０ 

０
円（
園
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
）

◦�

申
込　

募
集
要
項（
申
込
書
）は

各
幼
稚
園
に
あ
り
ま
す
。
５
月

31
日（
木
）ま
で
に
、
各
幼
稚
園

ま
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問�

赤
穂
幼
稚
園（
た
ん
ぽ
ぽ
）　

�

☎
42
・
２
６
１
５

　

城
西
幼
稚
園（
つ
ぼ
み
）

�

☎
42
・
０
５
３
１

　

塩
屋
幼
稚
園（
ひ
よ
こ
）

�

☎
42
・
０
２
１
３

　

赤
穂
西
幼
稚
園（
こ
り
す
）

�

☎
45
・
１
０
０
６

　

尾
崎
幼
稚
園（
う
さ
ぎ
）

�

☎
42
・
５
２
９
２

　

御
崎
幼
稚
園（
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
）

�

☎
45
・
１
０
５
５

　

坂
越
幼
稚
園（
こ
と
り
）

�

☎
48
・
８
１
２
４

　

高
雄
幼
稚
園（
こ
と
り
）

�

☎
48
・
７
１
８
５

　

有
年
幼
稚
園（
ひ
よ
こ
）

�

☎
49
・
３
５
３
７

　

原
幼
稚
園（
ひ
よ
こ
）

�

☎
49
・
３
５
３
８

市
営
住
宅
の
入
居
者

市
営
住
宅
の
入
居
者

募集募集

県
営
住
宅
の
入
居
者

県
営
住
宅
の
入
居
者

募集募集

幼
稚
園

未
就
園
児
学
級（
３
歳
児
）

幼
稚
園

未
就
園
児
学
級（
３
歳
児
）

募集募集

▽▽

▽▽

　

赤
穂
義
士
祭
奉
賛
会
で
は
、
平

成
24
年
義
士
祭
行
事
の
企
画
立
案

に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

幅
広
く
意
見
を
求
め
る
た
め
、
企

画
委
員
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

◦�

応
募
資
格　

・
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

・ 

企
画
委
員
会
に
出
席
で
き
る
こ

と
。（
７
回
程
度
平
日
夜
間
開
催

予
定
）

・ 

市
職
員
を
含
む
行
政
機
関
の
職

員
ま
た
は
赤
穂
市
議
会
議
員
で

な
い
こ
と
。

◦�

募
集
人
員　

２
名

◦�

応
募
方
法　

住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
職
業
、
電
話
番
号
を
記
載

し
た
申
込
書（
書
式
自
由
）と
義

士
祭
に
関
す
る
作
文
テ
ー
マ
＝

「
義
士
祭
充
実
の
た
め
に
私
が

で
き
る
こ
と
」を
８
０
０
字
以

内
に
ま
と
め
、
持
参
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か

の
方
法
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
提
出
い
た
だ
い

た
作
文
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

◦�

応
募
期
限　

５
月
25
日（
金
） 

午
後
５
時
15
分
必
着

◦�

選
考
方
法
と
発
表　

選
考
審
査

会
に
よ
る
選
考
と
し
、
選
考
結

果
は
６
月
上
旬
に
応
募
者
全
員

に
文
書
で
通
知
い
た
し
ま
す
。

◦�

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

�

〒
678-

0292 

（
住
所
不
要
）

　

赤
穂
市
役
所 

産
業
観
光
課

�

☎
43
・
６
８
３
９

�

Ｆ
Ａ
Ｘ
46
・
３
４
０
０

　

�

Ｅ
メ
ー
ル
：kankou@

city.
ako.lg.jp

　

暮
ら
し
の
中
に
自
分
の
手
づ
く

り
の
も
の
を
飾
り
ま
し
ょ
う
。
き

っ
と
心
豊
か
に
、
楽
し
く
な
り
ま

す
。

◦�

日
程　

６
月
19
日（
火
）～
平
成

25
年
１
月
15
日（
火
）　

毎
月
第

３
火
曜
日　

全
８
回

◦�

時
間　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

◦�

場
所　

市
民
会
館

◦�

講
師　

木
目
込
こ
て
ま
り
の
会

　

久
野
真
代
穂
氏

◦�

対
象　

16
歳
以
上
の
市
民

◦�

参
加
料　

１
，０
０
０
円

※
別
途
材
料
費
が
必
要
で
す
。

◦�

持
ち
物　

手
芸
用
具

◦�

申
込　

５
月
19
日（
土
） 

午
前

９
時
か
ら
受
付
開
始 

（
先
着
20

名
）。　

参
加
料
１
，０
０
０
円

を
添
え
て
中
央
公
民
館
ま
で
。

問�

中
央
公
民
館�

☎
43
・
７
４
５
０

　

今
年
は
、
４
月
20
日
か
ら
10
月

19
日
ま
で
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
監
視

期
間
と
さ
れ
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

予
報
等
が
発
令
さ
れ
た
場
合
、
緊

急
時
の
措
置
と
し
て
各
種
の
対
策

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
光
化
学
ス
モ

ッ
グ
予
報
等
発
令
時
に
は
次
の
こ

と
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

◦�

学
校
や
施
設
で
は
、
で
き
る
だ

け
屋
外
の
運
動
を
避
け
屋
内
に

入
り
ま
し
ょ
う
。

◦�

目
に
刺
激
や
痛
み
を
感
じ
た
と

き
は
洗
眼
し
ま
し
ょ
う
。

◦�

の
ど
、
鼻
に
刺
激
や
痛
み
を
感

じ
た
と
き
は
う
が
い
を
し
ま
し

ょ
う
。

問�

環
境
課�

☎
43
・
６
８
２
１

　

赤
穂
商
工
会
議
所
で
は
地
域
の

経
済
人
と
し
て
身
近
な
環
境
づ
く

り
を
行
う
き
っ
か
け
と
し
て
、
５

月
30
日（
ご
み
ゼ
ロ
の
日
）に
お
城

通
り
な
ど
の
中
心
市
街
地
の
ク
リ

ー
ン
ア
ッ
プ
作
戦
を
行
い
ま
す
。

　

当
日
は
皆
さ
ん
へ
の
Ｐ
Ｒ
を
兼

ね
て
当
所
、
役
員
議
員
事
業
所
よ

り
約
１
０
０
名
が
啓
発
タ
ス
キ
を

着
用
し
清
掃
を
行
い
ま
す
。

　

趣
旨
に
賛
同
い
た
だ
け
る
人
は

都
合
の
よ
い
時
間
に
、
自
宅
周
辺

の
清
掃
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

５
月
30
日
、
皆
で
心
を
ひ
と
つ

に
清
掃
活
動
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

問�

赤
穂
商
工
会
議
所

 

☎
43
・
２
７
２
７

◦�

日
時　

５
月
20
日（
日
） 

午
前

10
時
～
午
後
５
時

◦�

場
所　

兵
庫
県
立
大
学
播
磨
光

都
キ
ャ
ン
パ
ス

◦�
内
容　
　

ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン

ト
、
展
示
イ
ベ
ン
ト 　

グ
ラ

ウ
ン
ド
で
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン

ト 　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト 　

豪
華
賞
品
の
当
た
る
ビ
ン
ゴ
大

会 　

芸
人（
テ
ン
ダ
ラ
ー
、
ダ

イ
ア
ン
）に
よ
る
ス
テ
ー
ジ（
入

場
料
無
料
）ほ
か

問�

兵
庫
県
立
大
学 

学
生
自
治
会

学
生
会
西
支
部

　

☎
０
７
９
・
２
６
６
・
２
２
２
７

赤
穂
義
士
祭
奉
賛
会

企
画
委
員

赤
穂
義
士
祭
奉
賛
会

企
画
委
員

募集募集

中
央
公
民
館
講
座�

「
暮
ら
し
を
楽
し
む
手
づ
く
り
講
座
」

中
央
公
民
館
講
座�

「
暮
ら
し
を
楽
し
む
手
づ
く
り
講
座
」

募集募集

▽▽
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

監
視
期
間
中

光
化
学
ス
モ
ッ
グ

監
視
期
間
中

お知らせお知らせ

５
／
30
は
ご
み
ゼ
ロ
の
日

赤
穂
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦

５
／
30
は
ご
み
ゼ
ロ
の
日

赤
穂
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦

お知らせお知らせ

第
17
回
兵
庫
県
立
大
学�

テ
ク
ノ
フ
ェ
ス
タ

第
17
回
兵
庫
県
立
大
学�

テ
ク
ノ
フ
ェ
ス
タ

催し催し

▽▽

▽▽

▽▽

▽▽

▽▽

広報あこう、赤穂市ホームページへの有料広告募集中　問企画広報課　☎ 43・6870

〒678-0232　兵庫県赤穂市中広１３７０番地１
http://www.yst21.co.jp

　　　ホームページをリニューアルしましたのでこちらもご覧下さい。

廃棄物・ごみに関するお悩みは、是非当社にご相談下さい。
資源ごみは、捨てないで！

図
書
館

　

だ
よ
り

図書館だより
●読み聞かせ講座のお知らせ
　図書館では、読み聞かせ講座を開催します。絵
本の読み方、選び方など基礎から実践まで学べる
講座です。読み聞かせをしたいけれど、やり方や
どんな絵本を選んだらよいか分からない、もう一
度基礎から学んでみたい方など、この機会にぜひ
ご参加ください。
・日程及び内容

日　　程 内　　　　容

前
期

５月 23 日㈬
読み聞かせの基礎６月 27 日㈬

７月 25 日㈬

後
期

９月 26 日㈬
読み聞かせの実践10 月 31 日㈬

11 月 14 日㈬
・場所　図書館　２階視聴覚室
・時間　午後１時 30 分～３時 30 分
・講師　子どもの本の会代表　中尾　和子氏
・受講料　無料　・定員　30 名
・対象者　�市内に居住または通勤、通学されてい

る人、絵本に興味がある人。
・その他　 託児が必要な方は、図書館までお問い

合わせください。
●図書館ギャラリーの利用について
　図書館ギャラリーは、市民の方々の創作活動（絵
画、書道、写真など）の発表を行う施設です。個人、
グループ・団体を問わず使用できますので、どう
ぞご利用ください。
　使用申請は、使用する日の 6 カ月前から受付
を行っています。使用期間は、10 日間（休館日
を除く）です。詳しくは図書館までお問い合わせ
ください。
●申込み・問い合わせ先　図書館　☎４３・０２７５ ⒞�yoshimoto�kogyo

⒞�yoshimoto�kogyo

1�No.7�5  �01�年 5月1� No.7�5  �01�年 5月



　

肢
体
不
自
由
の
身
体
障
が
い
者

で
義
肢
・
装
具
等
の
補
装
具
を
希

望
さ
れ
る
人
の
相
談
・
判
定
が
行

わ
れ
ま
す
。

◦�

日
程　
　

７
月
６
日（
金
）　

赤

穂
市 　

10
月
19
日（
金
）　

宍

粟
市 　

１
月
25
日（
金
）　

た

つ
の
市

◦�

受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
～

正
午

◦�

対
象　

肢
体
不
自
由
の
身
体
障

害
者
手
帳
所
持
者
で
補
装
具

（
義
肢
・
装
具
・
座
位
保
持
装
置
・

車
い
す
等
）の
交
付
を
希
望
さ

れ
る
人

◦�

申
込
方
法　

各
実
施
日
の
２
週

間
前
ま
で
に
社
会
福
祉
課
へ
手

帳
を
添
え
て
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。（
印
鑑
持
参
）

問�

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

�

☎
43
・
６
８
３
３

�

Ｆ
Ａ
Ｘ
45
・
３
３
９
６

　

市
で
は
、
心
身
に
障
が
い
の
あ

る
人
を
対
象
に
、
専
門
職
員
に
よ

る
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

◦�

医
療
法
人
千
水
会
の
精
神
保
健

福
祉
士
等
に
よ
る
相
談

・�

日
時　

毎
週
月
曜　

午
前
10
時

～
正
午

・�

場
所　

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
さ
ん
ぽ
み
ち（
仁
泉
病
院
東

隣
）

◦�

社
会
福
祉
法
人
愛
心
福
祉
会
の

社
会
福
祉
士
等
に
よ
る
相
談

・�

日
時　

毎
週
金
曜　

午
前
10
時

～
正
午

・�

場
所　

市
役
所 

社
会
福
祉
課

※ 

原
則
、
事
前
予
約
制
と
し
ま
す

が
、
必
要
な
場
合
は
随
時
お
受

け
し
ま
す
。

問�

社
会
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

�

☎
43
・
６
８
３
３

◦�

日
時　

6
月
3
日（
日
） 

午
後

1
時
30
分
～
2
時
30
分

◦�

場
所　

市
民
病
院
3
階
講
義
室

◦�

内
容　
「
肝
臓
病
の
基
礎
と
最

近
の
話
題
」消
化
器
科
＝
小
野

成
樹

問�

市
民
病
院 

地
域
医
療
室

�

☎
43
・
８
４
５
８

　
「
食
」を
中
心
と
し
た
健
康
づ
く

り
を
楽
し
く
学
ぶ
講
座
で
す
。
お

一
人
で
も
、
お
友
達
連
れ
で
も
大

歓
迎
！

◦�

期
間　

６
月
14
日（
木
）～
12
月

13
日（
木
） 

※
原
則
と
し
て
各

月
２
回
、
第
２
・
４
木
曜
日
の

午
前
10
時
～（
週
変
更
時
あ
り
）

◦�

会
場　

相
生
市
立
総
合
福
祉
会

館

◦�

内
容　

食
生
活
や
健
康
に
関
す

る
お
話
と
お
料
理（
全
13
回
）

◦�

受
講
料　

無
料　

※
実
費
負
担

あ
り（
テ
キ
ス
ト
代
・
調
理
実

習
材
料
費
）

◦�

対
象
者　

赤
穂
市
・
相
生
市
・

上
郡
町
に
お
住
ま
い
の
人（
性

別
・
年
齢
問
い
ま
せ
ん
）

◦�
申
込
締
切　

５
月
31
日（
木
）

◦�
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

赤
穂

健
康
福
祉
事
務
所 

地
域
保
健

課 
☎
43
・
２
３
２
１

　

水
俣
病
特
措
法
に
基
づ
く
給
付

申
請
の
受
付
は
７
月
31
日（
火
）ま

で
で
す
。

　

か
つ
て
水
俣
湾
や
阿
賀
野
川
等

の
魚
を
た
く
さ
ん
食
べ
、
手
足
に

し
び
れ
な
ど
の
症
状
が
あ
る
人
、

ま
た
は
、
家
族
、
友
人
、
知
り
合

い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

ら
、
熊
本
県
、
鹿
児
島
県
、
新
潟

県
の
相
談
窓
口
に
相
談
の
う
え
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

申
請
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　

 

熊
本
県 

環
境
生
活
部
水
俣
病

保
健
課

　

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
３
０
６

　

 

鹿
児
島
県 

環
境
林
務
部
環
境

林
務
課

　

☎
０
９
９
・
２
８
６
・
２
５
８
４

　

 

新
潟
県 

福
祉
保
健
部
生
活
衛

生
課

　

☎
０
２
５
・
２
８
０
・
５
２
０
４

�

☎
０
２
５
・
２
８
０
・
５
２
０
７

問�

赤
穂
市
保
健
セ
ン
タ
ー

�

☎
43
・
９
８
５
５

身
体
障
が
い
者

移
動（
巡
回
）相
談

身
体
障
が
い
者

移
動（
巡
回
）相
談

相談相談

▽▽▽▽▽▽
障
が
い
者
相
談
窓
口

障
が
い
者
相
談
窓
口

相談相談

赤
穂
市
民
病
院

第
19
回
肝
臓
病
教
室

赤
穂
市
民
病
院

第
19
回
肝
臓
病
教
室

健康健康

食
育
講
座
受
講
生
募
集

～
い
ず
み
会
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座

食
育
講
座
受
講
生
募
集

～
い
ず
み
会
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座

募集募集

水
俣
病
特
措
法
に
基
づ
く

給
付
申
請

水
俣
病
特
措
法
に
基
づ
く

給
付
申
請

お知らせお知らせ

◦�

お
仕
事
承
り
ま
す　
　

草
刈

り
・
草
抜
き 　

庭
木
の
予
防
・

防
除 　

住
宅
用
火
災
警
報
器

の
設
置 　

簡
易
な
大
工
・
左

官
作
業
な
ど
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◦�

会
員
募
集　

市
内
在
住
の
男
性

60
歳
以
上
、
女
性
58
歳
以
上
の

健
康
で
働
く
意
欲
が
あ
り
、
入

会
説
明
会
に
出
席
し
た
人
。
女

性
会
員
も
多
数
活
躍
中
。

◦�

６
月
の
入
会
説
明
会　
　

日

時
＝
６
月
11
日（
月
） 

午
後
１

時
30
分 　

場
所
＝
セ
ン
タ
ー

事
務
所

問�

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

 

☎
43
・
７
２
０
０

　

龍
野
公
共
職
業
安
定
所
管
内
地

域
の
事
業
主
の
人
を
対
象
に
、
平

成
25
年
３
月
新
規
学
校
卒
業
予
定

者
の
求
人
申
込
み
手
続
き
及
び
採

用
選
考
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
の

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

◦�

日
時　

６
月
15
日（
金
） 

午
後

２
時
～
３
時
30
分

◦�

場
所　

相
生
商
工
会
議
所 

大

会
議
室

問�

姫
路
公
共
職
業
安
定
所 

学
卒

部
門　

 

☎
０
７
９
・
２
２
２
・
４
６
９
０

　

自
治
会
な
ど
の
地
域
団
体
が
、

地
域
社
会
の
共
同
利
益
の
実
現
を

目
的
に
実
施
す
る
新
た
な
取
り
組

み
に
対
し
て
経
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

◦�

助
成
金
額　

１
件
あ
た
り
40
万

円
以
内

◦�

対
象
事
業
の
期
間　

４
月
１
日

～
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に

実
施
さ
れ
、
完
了
す
る
事
業

◦�

助
成
団
体
・
助
成
金
額
の
決
定

地
域
づ
く
り
活
動
支
援
会
議

（
公
開
審
査
会
）で
決
定
し
ま

す
。

◦�

募
集
締
切　

５
月
31
日（
木
）

問�

こ
こ
ろ
豊
か
な
美
し
い
西
播

磨
推
進
会
議
事
務
局（
西
播
磨

県
民
局 

県
民
・
ビ
ジ
ョ
ン
課

内
） 

☎
58
・
２
１
２
８

　

西
播
磨
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
で
は
、「
は
ば
タ
ン
会
員
」（
お

見
合
い
希
望
の
会
員
）を
募
集
し
、

相
談
員
が
仲
介
の
う
え
、
会
員
同

士
の
合
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
１

対
１
の
お
見
合
い
の
機
会
を
提
供

し
ま
す
。

◦�

登
録
で
き
る
人　

結
婚
を
希
望

す
る
独
身
の
人
で
、
原
則
と
し

て
兵
庫
県
内
に
お
住
ま
い
ま
た

は
お
勤
め
の
人
、在
学
中
の
人
。

◦�

登
録
申
請　

西
播
磨
出
会
い
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
へ
本
人
が
お

越
し
の
う
え
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。（
代
理
の
人
は
申
請
で
き

ま
せ
ん
）

◦�

開
館
日　

火
曜
日
～
土
曜
日 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
15
分

（
日
曜
・
月
曜
・
祝
日
・
年
末

年
始
は
休
館
）

◦�

登
録
料　

年
３
，０
０
０
円（
登

録
有
効
期
間
は
登
録
日
か
ら
登

録
日
の
属
す
る
年
度
末
。）

問�

西
播
磨
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

　

 

上
郡
町
光
都
３―

７―

１ 

播
磨

科
学
公
園
都
市 

光
都
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー�

☎
58
・
１
３
１
１

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

お知らせお知らせ

▽▽

▽▽

▽▽
▽▽

▽▽

▽▽

新
規
学
校
卒
業
者

求
人
取
扱
説
明
会

新
規
学
校
卒
業
者

求
人
取
扱
説
明
会

お知らせお知らせ

西
播
磨
地
域　

地
域
づ
く
り

活
動
応
援
事
業

西
播
磨
地
域　

地
域
づ
く
り

活
動
応
援
事
業

お知らせお知らせ

西
播
磨
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
は
ば
タ
ン
会
員
募
集

西
播
磨
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
は
ば
タ
ン
会
員
募
集

お知らせお知らせ

赤穂市文化会館
チケット予約専用　☎４３・５１４４　ぃ４３・５９５０

ホームページアドレス　http://www2.memenet.or.jp/̃akoharm/
　 ： ako-harmony@memenet.or.jp

HARMONY INFORMATION

☎４３・５１１１

ハーモニーインフォメーションハーモニーインフォメーション

開館20周年
記念事業 平原綾香　Concert Tour 2012　～ドキッ！～ 今月発売！今月発売！

6月3日(日)  13：00開演  大ホール  全席自由
入場料： 一般1,000円、高校生以下500円　小学生以下無料（友の会2割引）

開館20周年
記念事業

開館20周年
記念事業

吹奏楽の祭典＆トロンボーンフェスティバル

6月10日(日) 14：30開演  大ホール  全席自由
入場料： 一般2,500円、高校生以下1,000円（友の会２割引）
出　演： 指揮・高谷光信、管弦楽・神戸市室内合奏団、ソプラノ・ 安川裕子、バリトン・安川佳秀、

ピアノ・ 和田 晶、 合唱・ハーモニー20周年記念合唱団
プログラム： モーツァルト「ピアノ協奏曲第21番」　赤松秀幸「わが千種川」　フォーレ「レクイエム」ほか

フォーレ レクイエム記念演奏会

開館20周年
記念事業 HIROMI GO  CONCERT　TOUR 2012“LINK” 

7月27日(金) 13：30開演  大ホール  全席指定
入場料： 一等席6,000円　二等席5,000円　三等席4,000円
 高校生以下は二、三等席に限り1,000円（友の会２割引）

松竹大歌舞伎　近松座公演

劇団四季　ファミリーミュージカル　「ガンバの大冒険」

7月29日(日) 17：00開演  大ホール  全席指定
入場料： S席4,000円　A席3,000円　高校生以下S席3,000円　A席2,000円（友の会1割引）

8月22日(水) 18：30開演 18：00開場  大ホール  全席指定
入場料： 7,000円（※友の会割引はございません。）
発売日： 友の会5月12日（土）午前9時～　一般5月17日（木）午前9時～
 電話予約はいずれの日も午後１時～（窓口完売のときはございません）

9月30日(日) 17：30開演 17：00開場  大ホール  全席指定
入場料： 友の会6,200円　一般6,500円
発売日： 友の会5月19日（土）午前9時～　一般5月26日（土）午前9時～
 電話予約はいずれの日も午後１時～（窓口完売のときはございません）

好評発売中

好評発売中

好評発売中

好評発売中

今月発売！今月発売！

●民事全般・交通事故・家事(離婚・男女間トラブル）　●相続
（遺言･遺産分割）・不動産（借地借家・境界）　●債務整理（破
産･任意整理）・労働問題　●刑事全般（弁護・告訴･告発）・消
費者問題　●その他・人生相談

法を味方にするために、お手伝いします。
姫路市北条宮の町287-6
島根ビル5階

TEL.079-223-1772

土日祝日、早朝及び赤穂市内での
相談も可能です。（要予約）
http://www.yamasaki-lawoffice.jp/

住宅用火災警報器
平成23年6月1日から設置が義務化されました

住宅用火災警報器
平成23年6月1日から設置が義務化されました

悪徳業者による消火器の
処分・点検にはご注意を!!
悪徳業者による消火器の
処分・点検にはご注意を!!
不要消火器の処分費 1,000円～不要消火器の処分費 1,000円～
㈱ 播 州 商 会

赤穂市上仮屋南4－21 ☎42・4032　FAX42・4000

〒678-0202 
赤穂市山手町7番地の7
TEL46-3011

（有）結城建設（有）結城建設

ついに登場 !!

憧れの大収納を低価格で！憧れの大収納を低価格で！憧れの大収納を低価格で！憧れの大収納を低価格で！
あれもこれも、みんな収納できる。
　　おまけにリビングも広く！
　　　　　ハイグレード住宅ですよ。

普通の家とは

ココが違う！
普通の家とは

ココが違う！

リビング天井
3.8ｍ

大型収納
（ハシゴなし）

＝お忘れなく !! ＝
◦市　税◦ ◦県　税◦
軽自動車税 自動車税

納　期　5月31日（木）です
赤穂市総務部税務課

市民税係
☎ 43・6803

兵庫県西播磨県民局
龍野県税事務所
☎ 0791・63・5130

口座振替をして頂いている方の納税証明について

下記の期間は、ご注意ください。
５月31日から３日間程の期間

　口座振替の方の、上記の期間は、「口座振替の通
帳記帳により確認」をさせていただかなければ納税
証明書の発行ができません。ご注意ください。

障がい者の方のために使用されている軽自動
車について軽自動車税の減免制度があります。
該当される方は、５月24日（木）までに市へ申請を！
※自動車税の減免については、龍野県税事務所へお問い合せください。

�0No.7�5  �01�年 5月�1 No.7�5  �01�年 5月



あなたのやさしさを善意の窓口へ―――

預託状況（３月１日～３月31日受付分）
あたたかい善意をありがとうございました

赤穂市善意銀行
マスコットキャラクター

ぜんい君 こころちゃん

●委任預託　 〈敬称略〉
住　　所 預　託　者 金　　額 預　託　内　容
有年楢原 表 本 　 政 則 50,000 亡妻満中陰志
福 浦 聳 城 　 順 一 50,000 亡母満中陰志
福 浦 奥 橋 　 正 規 100,000 亡祖父（奥橋 太）満中陰志
東京都世田谷区 山 本 　 光 昭 100,000 亡母（山本すみゑ）満中陰志
塩 屋 特別養護老人ホーム桜谷荘 123 善意の募金箱
中 広 総 合 福 祉 会 館 5,016 善意の募金箱
西有年北組 いきいきサロン100 8,810 作品展のチャリティー
有年横尾 河 本 　 吉 雄 100,000 亡父満中陰志
有年横尾 内 波 　 靖 昌 50,000 亡祖母満中陰志

匿　　　　　名 5,000 車椅子借用御礼
元 沖 町 匿 名 5,000 福祉用具（２点）借用御礼
御 崎 匿 名 5,000 車椅子借用御礼
東京都文京区 久 保 川 　 そ の 100,000 亡父満中陰志
松 原 町 万 代 　 良 文 50,000 亡母満中陰志
塩 屋 高 橋 　 陽 一 100,000 亡父（高橋寛治）満中陰志
北 野 中 新 家 　 弘 市 5,000 車椅子借用御礼

匿　　　　　名 5,000 車椅子借用御礼
◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎

編集：社会福祉法人
赤穂市社会福祉協議会
（ボランティアセンター）

赤穂市中広２６７
（赤穂市総合福祉会館内）
ＴＥＬ４２・１３９７
ＦＡＸ４５・２４４４
http://ako-shakyo.jp/
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e 2012年5月小地域福祉活動の実践講座
（地域活動者のためのパソコン講座）

日時　６月６日（水）　午後１時～４時
　　　６月13日（水）　午後１時～４時
　　　６月27日（水）　午後１時～４時
場所　総合福祉会館　３階集会室
内容　パソコンをフルに活用しよう
　　　世界に１つのカレンダーやラベルをつくろう
　　　講師　浜野　好正 氏
対象　⑴ 赤穂市民で現に地域活動をしている人。または

地域活動に興味があり、今後活動をしたい人。
　　　⑵  XP 以上のノートパソコンを持参できる人。
　　※ ⑴、⑵の条件を満たすこと。
　　　 ただし、上記３日とも参加ができる人を優先します。
　　※パソコン初心者の人も OK です。
定員　30名　　　参加費　500円（資料代ほか）
申�込方法　６月１日（金）までに社会福祉協議会へお申

し込みください。申込多数の場合は抽選とさせていた
だきます。

　社会福祉協議会では、身体の不自由な人や高齢者、病
気やケガなどで日常生活に支障のある人に対して、福祉
機器を無料（一部自己負担金あり）で貸与しています。
　貸与機器は、車いす、電動ベッド、シャワーチェア、
ポータブルトイレなどがあります。
申込・問い合わせ先　社会福祉協議会
※申込には、申請者の印鑑をご持参ください。

福祉用具貸与事業をご活用ください

　現在、毎週月曜日に実施している介護特別食の配食
が、６月から月曜日と木曜日の週２回になります。
　利用には事前の申し込みが必要となりますので、希望
される方は社会福祉協議会までお問い合わせください。
配食内容　 栄養士の協力を得て「減塩・減糖」を基本とし

た介護食を調理・配食。（刻み食・ミキサー食・
トロミ食・お粥などの形状にも対応可能）

　　　　　 午前11時～正午の間にご自宅へ配達します。
利用料金　１食　500円

　賛助会費は、社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した
地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆さまのあたた
かいご援助が必要です。ご協力をお願いいたします。
（法人会費：5,000 円、個人会費：2,000 円、一般会費：500 円）

賛助会費 ありがとうございました〈敬称略〉

福祉の拠点をみんなで支えてください。

【個人】　　　　小椋　康博　　幸田きく江
匿名の方々からもご協力をいただきました。

介護特別食 木曜日もスタートします !!

１人で悩んでいませんか？
～介護者の会のご案内～

　「赤穂市ねたきり・認知症・重度障がい者の介護者の
会」は、日頃の介護での悩みを会員相互に共有し、その
解決策を一緒に考えていくことを目的として結成され
た当事者団体です。
　第３金曜日の午後１時30分から例会を開催し、介護
の情報交換や会員の親睦を図る行事を行っています。ま
た、介護者が患者とともに参加できる「ミニ宅老」を毎月
第２土曜日に開設し、みんなで楽しめるゲームや理学療
法士によるリハビリテーション等を行っています。
　例会になかなか参加できない人のために、２ヵ月に１
回おたよりの発行もしており、おたより班の人がそれぞ
れの会員の家庭に配布してい
ます。
　その他にも、介護者のリフ
レッシュを兼ねた研修旅行な
ど行っています。
　詳しくは、事務局（社会福
祉協議会）へご連絡ください。

　おもちゃライブラリーとおもちゃ病院では一緒に活動
していただけるボランティアを募集しています！

　子どもが好きな方、おもちゃの修理・裁縫が得意な方、お待ちして
います。詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。

募　集

♪おもちゃで遊
ぼう♪

　「ふれあいいきいきサロン」は、地
域住民が自主的に運営し、地域の集
会所等に高齢者から子どもまでの
様々な人が気軽に集まり、楽しみな
がら仲間づくりを進める活動です。
　社会福祉協議会では、共同募金配
分金を活用してサロン活動を支援し
ています。
　現在24年度新規サロンの開設申請
を受け付けています。
　第１次助成金申請の最終締め切り
は、６月28日（木）です。
　詳しくは社会福祉協議会までお問
い合わせください。

　　おもちゃライブラリーでは、０歳から遊べる楽しいおもちゃを多数用意してい
ます。開設日に気軽に遊びに来てください♪※おもちゃの貸し出しも無料で行っています。
☆開設日☆　毎月　第２木曜日　午前10：00～ 12：00
　　　　　　　　　第４土曜日　午後 1：30～ 3：30
☆場　所☆　総合福祉会館１階　教養娯楽室
開
設
日

５月 ６月 ７月 ８月 ９月
26日 14日 23日 12日 28日 ９日 25日 13日

開
設
日

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
11日 27日 ８日 24日 13日 26日 14日 23日 14日 23日

　おもちゃ病院では、「ものを大切にする心を育んでもらいたい」との思いを込めて�
ボランティアの協力のもと子どもの大切なおもちゃを修理しています。
☆開院日☆　毎月　第２木曜日　午前10：00～ 11：00（修理受付のみ）
　　　　　　　　　第４土曜日　午後 1：00～ 2：00（受付・修理）
☆場　所☆　総合福祉会館１階　健康相談室
☆費　用☆　無料（一部部品代を頂くこともあります）
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菊地　幸夫�
昭和32年東京生まれ
中央大学法学部法律学科卒業。
元司法研修所刑事弁護教官。

日本テレビ系「行列のできる法律
相談所」「爽快情報バラエティー
スッキリ！！」に出演中。四ッ谷
にある番町法律事務所において
弁護士として活躍し、民事・刑事・
学校・教育問題などを手掛ける。
また、各地のトライアスロン大
会への出場、地元小学生バレー
ボールチームの監督等も務める。

平成24年度
ふれあいいきいきサロン
新規開設申請受付中 !!

おもちゃライブラリー＆おもちゃ病院のご案内

９月22日㈯、
12月22日㈯、
１月10日㈭は
お休みです。
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▪�広報あこうは自治会を通じてお届けしています。
▪�その他、コンビニエンスストア、観光案内所（播州
赤穂駅）、各地区公民館、市役所にも設置していま
すのでご利用ください。
▪�次回の回覧広報あこうは５月25日（金）、
　広報あこうは６月11日（月）の発行予定です。
▪広報あこうは再生紙を使っています。

　このたびの異動で広報を
担当することになりました。
　カメラの技術もないまま、
取材に行く日々ですが、たくさ
んの学びや気づきを得てい
ます。
　兵庫リレーカーニバルの取
材では、赤穂市中学女子初の
優勝に立ち会うことができ、

とても感動しパワーをいただ
きました。
　『広報あこう』が、広く市内外
に情報発信でき、たくさんの
方に読み親しんでいただける
ような紙面づくりをめざし頑
張りますので、どうぞよろしく
お願い申しあげます。
� て

くらしのカレンダー 5/10 ～ 6/14

保育所子育て� 赤穂☎42・3368�塩屋☎42・0323�尾崎☎42・2297
　電話相談� 御崎☎42・3338�坂越☎48・8458�有年☎49・2297
子育て相談（子育て学習センター）� ☎45・3290
青少年育成相談　青少年育成センター（随時）� ☎43・7831
� フリーダイヤル�0120・783・115
消費生活センター（市民対話課内）（随時）� ☎43・7067(相談専用)
女性問題電話相談　女性交流センター（火～金�13:00～16：00祝日除く）�☎43・7800
市民生活無料法律相談　市民対話課� 予約☎43・6818
心配ごと相談　こころの相談　社会福祉協議会� 予約☎42・1397
犬の引き取り問い合わせ　動物愛護センター龍野支所�☎0791・63・5146

市
福
保セ

市役所（代表）�☎43・3201
総合福祉会館�☎42・1397
保健センター�☎43・9855

会

健康
地セ
市民会館� ☎43・7450
地域活動支援センター�☎48・1615
赤穂健康福祉事務所�☎43・2321

問 い 合 わ せ 先

健康・相談

広 報

6月
1 ●健康相談　9：00 ～ 11：00 

●人権相談　10：00 ～ 12：00 

2
3  藤野内科クリニック ☎ 42・1077

9：00 ～ 17：00
●生活習慣病健診 

4 ●生活習慣病健診 

5
●消費生活・司法書士相談（要予約） 10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談　10：00 ～ 16：00
●生活習慣病健診 

6
●農地相談　10：00 ～ 11：30 
●エイズ・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20 ～ 
●若者の心と体の相談（要予約） 13：30 ～ 15：30 
●３歳児健診（Ｈ20.12生） 13：30 ～ 14：30　受付 
●心配ごと相談・こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 

7 ●年金出張相談　10：00 ～ 15：00 

8 ●栄養相談（要予約） 9：30 ～ 11：30 

9 ●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談 
　10：00 ～ 12：00　 市民対話課　☎43・6818

10  赤穂記念病院加里屋診療所 ☎ 43・2717
9：00 ～ 17：00

11 ●生活習慣病健診　尾崎公民館

12 ●保育所子育て電話相談　10：00 ～ 16：00
●生活習慣病健診　尾崎公民館

13
●生活習慣病健診　尾崎公民館
●心配ごと相談　13：00 ～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：00 ～ 16：00 

14 ●子育て相談（子育て学習センター） 13：30 ～ 16：00 
●生活習慣病健診　尾崎公民館

5月
10

●子育て相談（子育て学習センター） 13：30 ～ 16：00 
●ポリオ予防接種　14：00 ～ 14：30　高雄公民館
●ポリオ予防接種　15：00 ～ 15：30　有年公民館
●生活習慣病健診　坂越公民館

11
●栄養相談（要予約） 9：30 ～ 11：30 
●健康相談　9：00 ～ 11：00 
●ポリオ予防接種　13：00 ～ 14：00　御崎公民館
●ポリオ予防接種　14：30 ～ 15：30　尾崎公民館
●生活習慣病健診　坂越公民館

12 ●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談 
　10：00 ～ 12：00　 市民対話課　☎43・6818

13  中村内科医院 ☎ 46・0012
9：00 ～ 17：00

14
●ポリオ予防接種　13：30 ～ 14：30　塩屋公民館
●ポリオ予防接種　15：00 ～ 15：30　赤穂西公民館
●生活習慣病健診　有年公民館

15
●保育所子育て電話相談　10：00 ～ 16：00
●ネコの引き取り　8：30 ～ 9：30 
●ポリオ予防接種　13：30 ～ 14：30　坂越公民館
●生活習慣病健診　有年公民館

16
●女性問題専門相談（要予約） 13：00 ～ 16：00 
　 市民対話課　☎43・6818
●エイズ・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20 ～ 
●若者の心と体の相談（要予約） 13：30 ～ 15：30 
●１歳６ヵ月児健診（Ｈ22.10生） 13：30 ～ 14：30　受付 

17
●国民年金相談　13：30 ～ 16：00 
●心配ごと相談（弁護士・要予約） 8：30 ～ 12：00 
●ポリオ予防接種　13：00 ～ 14：00　城西公民館
●ポリオ予防接種　14：30 ～ 15：30 
●生活習慣病健診　御崎公民館

18 ●生活習慣病健診　御崎公民館

19 ●特定法律相談　9：30 ～ 12：00 
　 市民対話課　☎43・6818

20  秋山成長クリニック ☎ 46・4115
9：00 ～ 17：00

21 ●楽らく健康教室　13:30 ～ 15：30 
●生活習慣病健診　塩屋公民館

22
●健康相談　9：00 ～ 11：00 
●行政相談（相談委員） 10：00 ～ 12：00 
●知的障がい者相談　10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談　10：00 ～ 16：00
●生活習慣病健診　塩屋公民館

23
●法律相談 ( 要予約） 13：00 ～ 16：00 
●４ヵ月児健診（Ｈ24.1生） 13：30 ～ 14：30　受付 
●精神障がい者相談　10：00 ～ 12：00 地セ
●心配ごと相談・こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 

24 ●身体障がい者相談　10：00 ～ 12：00 
●生活習慣病健診　塩屋公民館

25 ●生活習慣病健診　塩屋公民館

26
27  松本クリニック ☎ 42・0036

9：00 ～ 17：00

28
29 ●保育所子育て電話相談　10：00 ～ 16：00

30 ●心配ごと相談　13：00 ～ 17：00 
●生活習慣病健診　赤穂西公民館

31 ●献血　9：30 ～ 11：30 
●生活習慣病健診　福浦コミセン


